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午前９時００分開議

○議長（中井 勝君） 皆さん、おはようございます。

第１０８回新温泉町議会定例会４日目の会議を開催するに当たり、一言御挨拶を申し

上げます。

議員各位には、御多用のところ御参集を賜り、厚くお礼を申し上げます。

休会中に各常任委員会が開かれ、それぞれ所管事務調査が行われましたので、本日は、

その結果の報告、提出議案であります条例の改正などを中心に議事を進めてまいりたい

と存じます。

議員各位におかれましては、格別の御精励を賜り、慎重な御審議の上、適切妥当な結

論が得られますようお願いを申し上げまして、開会の挨拶といたします。

町長挨拶。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員の皆様、おはようございます。

定例会第４日目の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

休会中には、各委員会におきまして終始熱心に御審議をいただき、御指導を賜りまし

たこと、厚くお礼を申し上げるところでございます。

本日の定例会は、報告７件、承認案１件、条例案５件につきまして御審議をお願いす

るものであります。

議員各位におかれましては、慎重かつ妥当なる御審議を賜りますよう、よろしくお願

いを申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しておりますので、

第１０８回新温泉町議会定例会４日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。
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・ ・

日程第１ 諸報告

○議長（中井 勝君） 日程第１、諸報告に入ります。

まず、議長から報告いたします。

去る６月１０日の会議以来、それぞれの会合に出席していますが、別紙の議会対外的

活動報告を見ていただくことで省略をいたします。

以上で議長からの報告を終わります。

次に、休会中の所管事務調査として各常任委員会が開催されておりますので、委員長

から報告をお願いします。

初めに、総務産建常任委員会が６月１４日に開かれておりますので、委員長から報告

をお願いします。

中村総務産建常任委員長。

○総務産建常任委員会委員長（中村 茂君） 改めまして、おはようございます。

総務産建常任委員会の報告を行います。令和３年６月１４日の開催であります。今回

の委員会につきましては、６月定例会の議案等に係る報告並びに協議事項について、所

管課提出資料を基に調査したところであります。対象は、牧場公園課、農林水産課、建

設課、商工観光課、税務課、企画課、総務課、議会事務局を行ったとこであります。各

課とも質疑のあった内容を中心に報告申し上げます。

それでは、委員会資料の順番で報告いたします。資料を御準備ください。

最初に、牧場公園課であります。報告事項は１件、協議事項は１件でありました。

報告事項の中で、但馬牛博物館の増築の件でありますが、６月２６日に記念式典が行

われます。１１時から１２時、以後、一般開放となります。質問の中から、営業時間、

休館日は牧場公園と同じ、また外国人の対応でポケトークを以前から配置していると。

簡単な会話は可能だが、専門的なものは難しい。今回の４か国アプリで多くが解消でき

ると思われると。博物館への誘導、動線は管理棟において職員が可能な限り案内したい

ということ。職員も増員し、企画展、セミナー体験等イベントで博物館の誘導を促進し

たいと、そういう内容がございました。

協議事項、令和３年度一般会計補正予算（第３号）でありますが、パートからフルタ

イムに変更のあった意味はということで、機能強化でフルタイムにしたと。資料の整理、

調査研究、博物館法に基づく施設への転換のための業務もあると。従事者は但馬牛に関

し知識、経験のある獣医師を予定してると、そういう内容でありました。異議なしで承

認したとこであります。詳細は委員会資料等を御清覧いただきたいと思います。

次に、農林水産課であります。報告事項７件、協議事項は３件でありました。

報告事項中、⑴番、新型コロナウイルス対策の美しい村づくり資金利子補給要綱の件

ですが、対象者は３件、 ３００でで、３件ともで産農でであるということであります。

それから、令和２年度、これは豊かな海づくり資金利子補給の件ですが、１１件で１億
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６００でで、多くが６の修理が６と、そういう内容でありました。続いて、新温泉町

肉用牛近代化計画についての質疑が出たところであります。内容については、新温泉町

肉用牛生産近代化計画の概要で説明を受けたとこであります。計画策定の趣旨について

は、酪農及び肉用牛生産振興に係る法律に基づき、新温泉町肉用牛生産近代化計画を平

成２８年３月に策定していたと。５年が経過して、で産を含む農業情勢全般に変化が来

ていることから、国は新しい基本方針を令和２年３月に公表し、これに伴い同計画を改

定し、策定したものであります。計画期間は令和２年度から令和１２年度、１０年間で

あります。

質疑がありまして、で族経営、４０頭で所得はどれだけになるのか。で産農での意見

は聞いたかということに対して、４０頭以上が大規模農でで、経営が成り立つ基準であ

ると。１戸当たり２０頭で６１０でで、現状の中ではそういうふうになっておるようで

あります。特にで産農でからの意見は聞いていない。計画内容の周知は今後行っていき

たいと、そういう内容でありました。この計画は誰のための計画か。策定過程が開示さ

れなかった。過程の中でで産関係団体や農での意見でつくるものではないのかと。答弁

ですが、国の方針で、県の計画があり町の計画を定める。５年で見直しされる法定計画

であると。意見聴取の御指摘はもっともであり、今後反映したいということがありまし

た。飼料自給率⒈２倍とあるが、解消されるのかについては、明確ではないが、飼料作

物の拡大、増産が必要であるという答弁でありました。クラスター事業の町のアパート

牛舎の基準についてはに対しては、規模拡大の初期投資の軽減、新規就農者の受入れを

示しておるものであると。実施に向けて事業の整理を行いたい、規模別、年齢階層別に

ついては後日資料を提出したいという内容でありました。また、集落内の飼育での臭気、

環境対策の実態を調査すべきと、そういう意見があったとこであります。

協議事項については、同じく一般会計補正予算（第３号）なんですが、この中で、経

営構造対策事業、雪害被災農業者向け生産施設等復旧支援事業についての追加の説明を

受けたとこであります。令和２年１２月から令和３年３月までの大雪により、農業用ハ

ウスやで舎等の倒壊など、多くの被害が発生したと。復旧支援事業が国事業、県事業に

よって実施されることになったということであります。本町の対象としては、国の事業

で１件、事業費は １５０でで、それから県の事業で雪害被災農業者向け生産施設等復

旧支援事業は４件、事業費は２５０ででであるようであります。異議なしで承認いたし

たとこであります。詳細は委員会資料等を御清覧ください。

次は、建設課であります。報告事項は２件、協議事項は３件でありました。

報告事項、⑵番、浜坂駅周辺活性化方策検討業務の進め方についての意見がありまし

た。ソフト事業の進め方、またアドバイザーについてはについて質問がありましたが、

ソフト事業については住民６体で進めたいと。アドバイザーは外部から選定し、相談し

ながら進める。無料のアドバイザーを活用する。アドバイザーの守備範囲によってコン

サル委託も考えたいと、そういう内容でありました。進める上での役割という部分の質
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問では、ソフトについては企画課が中心に進める。ハードは建設課で行うという内容で

した。駅の存在、商店街の将来等住民の意向を多く調査すべきということに対しては、

駅は町の顔であるが、存在や住民意識は変化してる。多くの意見を求めていきたいとい

う答弁でありました。駅前港湾線の買収についての質問がありました。現在、１件の契

約済み、現在ＪＲと交渉中であり、全体では土地１７件あるということでありました。

踏切までの間であります。

それから、協議事項３件あるんですが、全て補正予算（第３号）浜坂残土、温泉地区

残土についての補正予算でありました。協議事項３件とも異議なしで承認したところで

あります。詳細は委員会資料等を御清覧ください。

次は、税務課であります。報告事項は１件、協議事項は３件であります。

報告事項の中で、令和２年度新温泉町一般会計繰越計算書についてですが、電子決済

収納導入委託のコンビニ収納の手数料はどの程度になるのかということに対して、これ

からの事業だが、郵便局の例からいえば、コンビニはおおむね１００で以下だろうと、

そういう見方でありました。

協議事項については、議案第５９号、新温泉町税条例の一部改正についてであります。

固定資産税の課税の特例で、太陽光の対象の規模はということやら、対象者についての

質問がありました。１００キロ以上の太陽光で、１００キロ以上については４分の３、

それ未満は３分の２ということであります。対象者は、本年中での設置であり増設者で

ある、現在のところではまだ不明だということでありました。また、調整控除というこ

とについても質問がありました。８５０ででを超える給与所得者で、対象者は存在する

が、件数については不明だということでありました。異議なしで承認したとこでありま

す。詳細は委員会資料等を御清覧いただきたいと思います。

次に、議案第６０号、新温泉町国民健康保険税条例の一部改正についてであります。

結論として、 ０００ででを基金投入して増税となると。これについてはそのとおりで

あるということでありました。また、１４％の引上げは覚えがないということがありま

した。健康福祉課との協議、国保運営協議会の意見を聞いて決定してきたと。基金の状

況や医療費の傾向、税の県下一本を想定し、安定した国保運営のためにやむを得ない状

況となっていると。令和元年度比較では、結果的には下がっているという状況でありま

す。令和２年度すの基金残すは３億 ８００ででであります。す手によるす決の結果、

５対１で賛成多数により承認したとこであります。詳細は委員会資料等を御清覧いただ

きたいと思います。

続いて、議案第６４号、令和３年度新温泉町一般会計補正予算（第３号）については、

異議なしで承認したところであります。

その他で、特別徴収の税額決定通知書の様式変更で印字のミスがあったと。そういう

ことで再発行したという報告があったものであります。

次、商工観光課であります。報告事項は３件、協議事項は１件であります。
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報告事項中、⑴番、新型コロナ感染症対策事業の進捗状況についてですが、事業継続

支援金の残額が ０００でであると。新たな支援策は考えないのかということに対して、

残についてはプレミアム商品券事業の発行もあり、様子を見ながら新しい施策に反映し

たいと。プレミアム商品券のスタンプラリーも行う、全体の参加件数も増加してると。

事業所自ら誘客策もお願いしてるところであると。また、新生活様式チャレンジ事業１

０件の事業内容については、アクリル板設置が９件とテークアウトの実施が１件という

ことでありました。拡大防止協力金の金額ですが、第１期については１４ででから６で

で、第２期については８ででから６でで、そのうち３月からは４でで、第４期について、

４月２５日から５月３１日及び第５期、６月１日から６月２０日については４ででから

１０でで、事業規模で決定となると、最すは２０ででであるということでありました。

⑶番、第３３期営業年度株式会社温泉町夢公社事業報告及び財務諸表の報告についてで

すが、リフレッシュパークの年間利用者は何人かということで、５月す３３７名という

ことであります。それから、ログハウスで、ワークスペース後、ログハウスの利用はに

ついて、４月から５月では地元の方４名の利用があったということ。宣伝については、

夢公社と一緒に宣伝強化したいということでありました。

協議事項、一般会計補正予算（第３号）ですが、３号についての追加資料の提出があ

りました。観光誘客促進事業ですが、カニシーズンの誘客促進のため、カニソムリエ、

カニ読本１で部を制作すると。観光振興協議会の補助金２３１ででを補助するという内

容であります。これについて、カニ読本をふるさと納税に活用してはと。また、制作に

おいてはコンペ方式なりを検討してはという意見がありました。検討したいとの答弁で

ありました。今回、補正のログハウスの事業内容については、また財源はということで、

メイプルセンターのウッドデッキの更新、それから音響、映像物品の設置、ハウス内デ

スクチェア５台、Ｗｉ－Ｆｉ設置、看板、大きな看板２か所の更新、財源はテレワーク

交付金４分の３の補助となっているということ。また、多額の交付金だが会計検査院の

ことも意識してほしいという意見に対して、投資効果が上がるように努力したいと、そ

ういうことでありました。異議なしで承認したところであります。

次は、企画課であります。報告事項は３件、協議事項は１件であります。

報告事項中、⑴番、地域再生大作戦の実施、集落元気度調査についての質疑があった

とこでありますが、地域再生大作戦の元気度調査の判定とは。また、地域課題の解決は

地域協同組合法を研究してほしいについて、基準は４段階での判定となるようでありま

す。住民意向を調査し、地域運営組織の活動に貢献したいということ。また、地域協同

組合法については調査してみたいということでありました。また、地域運営組織に合わ

せた地域再生大作戦に取り組むべきという質問ですが、地域エリアを考慮した事業とな

るよう再検討したいという返答でありました。

また、⑵番、温泉熱を活用した健康プログラム整備については、呼吸法やストレッチ

は長期滞在にはつながらないのではないかに対して、リフレッシュのプール利用なども
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調整していると。滞在のいろんな活動の中に健康プログラムがあるような形で整備した

い。また、オンラインでつなぐことも考えていると。秋に、今回補正のコミュニティ助

成事業１６１で ０００でですが、これのイベントも行うということがありました。

次、⑶番、新温泉町ワーケーション誘致推進事業についてがありました。一部という

か、多くが補正予算の内容に絡んだような議論が多く出たところであります。この中で、

す度人材とは、またその定義は、またジョブケーションとは何かということがありまし

た。技術や識見を有する者、す度人材、ワーケーションとジョブケーションは同様のこ

とであると。経産省が使ってる言葉だそうであります。ワーケーションの選別はないが、

モニターツアーの参加者はす度人材で選別したいと、そういうことがありました。また、

おんせん天国室の定義は毎回変化している。全て場当たり的に見える。ワーケーション

は先取りというが、この地で長期休暇が取れるのか。地域になじまない８時間労働制の

経過を理解しているのか。デジタル社会がデジタル日雇労働者の発生とＩＬＯの指摘も

ある。ワーケーションが国民やこの地に有効であるのかに対して町長が、本町はいち早

くワーケーションに取り組んでいると。県のバックアップもあると。外の評価はすい。

全国の半数以上が取組を始めた。魅力発信として前向きに理解してほしい。担当のほう

から、ワーケーションの先にあるものは、地元の若者やＵターン希望者がこの地で都会

と同じ仕事が可能になる環境が整うこともある。ブロードバンドも気になるとこですが、

こういう答弁でありました。今年だけ誘致するのか、継続してできるのか。何が残るの

か。地域課題とは。住民の関わりはという質問の中で、事業として立ち上がる提案を求

めている。誘致経費の補助があるうちは継続したい。地域課題は漂着ごみや上山自然再

生、地域医療と健康づくりなど、大手企業の社会貢献が見込まれる部分、持続可能な社

会づくりに企業と住民との関わりを企業に提案していただき、協働していきたいと、ち

ょっと分かりにくいと思うんですが、そういう内容でありました。また、サテライトオ

フィスについてはどこに誘致するのかについては、中小企業を想定し、空きで、空き店

舗を想定したいということがありました。

協議事項、一般会計補正予算（第３号）については、す手によるす決の結果、４対２、

賛成多数により承認したところであります。詳細は委員会資料等を御清覧いただきたい

と思います。

続いて、総務課であります。報告事項は４件、協議事項は６件でありました。

報告事項中、⑷番、新型コロナウイルス感染症対策事業の進捗状況について質疑があ

りました。ゆーらく館については、１０月から３月にかけて損失はなく、申請がなかっ

たということでありました。

協議事項、一般会計補正予算（第２号）、専決処分について、これについては専決理

由をペーパーで出しております。御清覧いただきたいと思います。基本的に専決は避け

るべきであると。２９日から３０日の接種のキャンセルで残ったワクチンは七釜病院ス

タッフに接種したと聞いたが、昨日はどうかということで、温泉分は浜坂と併せて特養
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ゆむらスタッフに接種したという、この段階ではこういうふうな、これ町長が答弁して

くれました。異議なしで承認したところであります。詳細は委員会資料等を御清覧いた

だきたいと思います。

続いて、⑵番、新温泉町個人情報保護及び、長い内容のタイトルですが、これの条例

の一部改正についてであります。この提案理由としては、デジタル社会の形成を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の公布に伴う行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の一部改正及びデジタル庁設置法の施行に伴い、所要

の改正を行うものであると。改正は２条立てで行われます。質疑がありました。利用の

規制緩和は行われたが、保護が改正ができていない。同時にすべきではないかという質

問がありました。既に法改正がなされており、施行において法整備の要請は、今回の提

案のとおりであると。今後の動きは注視していきたいという答弁でありました。す手に

よるす決の結果、５対１、賛成多数により承認したところであります。詳細は委員会資

料等を御清覧いただきたいと思います。

続いて、西浜財産区管理委員の選任については、管理委員１名の死亡により選任する

ものであります。特に意見はありませんでした。本会議でのす決となります。

続いて、令和３年度一般会計補正予算（第３号）について質疑がありました。安全運

転管理者の追加はなぜかということ。今回の車検の更新手続のミスにより発覚したもの

でありますが、副安全運転管理者１名が追加が必要と。給食センター、雪寒基地、保健

福祉センター、浜坂病院、各１名の安全運転管理者を置くということでありました。本

日、資料が出てたと思います。異議なしで承認したところであります。

続いて、⑸番、あわせて⑹番、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

は、５名のうち２名の満了によって推薦するものであると。特に意見はなく、本会議で

のす決ということであります。

次、議会事務局であります。協議事項は１件、補正予算（第３号）でありますが、異

議なしで承認したところであります。詳細は委員会資料等を御清覧いただきたいと思い

ます。

その他、最後に、閉会中の継続調査については１０項目を議長に提出することにいた

しました。

以上、長くなりましたが委員会報告とさせていただきます。

○議長（中井 勝君） 総務産建常任委員長の報告は終わりました。

委員長の報告のうち、協議事項について質疑があればお願いいたします。よろしいで

すか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） 質疑はありません。これをもって質疑を終わります。

中村委員長、ありがとうございました。

次に、民生教育常任委員会が６月１６日に開かれておりますので、委員長から報告を
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お願いいたします。

宮本民生教育常任委員長。

○民生教育常任委員会委員長（宮本 泰男君） 民生教育常任委員会の報告をいたします。

新温泉町会議規則第７６条の規定に基づき報告をいたします。

開催日時は、令和３年６月１６日であります。所管事務調査は、こども教育課、生涯

教育課、健康福祉課、町民安全課、上下水道課、公立浜坂病院の６課でありました。事

務調査内容は、報告事項、協議事項であります。今回の報告は、お手元の資料の順序に

基づき報告します。報告事項につきましては、質疑のあったもののみ報告いたします。

まず、こども教育課です。報告事項は３件ありました。１件目、新温泉町教育振興基

本計画策定委員会設置要綱の制定についてであります。概要は、目的として、本町の教

育の振興のための施策に関する計画を策定するに当たり、基本事項、６要課題を検討す

るため、新温泉町教育振興基本計画策定委員会を設置するとのものであります。委員会

は委員１０人以内で組織するということであります。質疑がありました。この基本計画

策定に当たりまして、前回の５年間の事業実績を総括して、新しく基本計画を策定する

べきだという意見に対しまして、前回の計画を一定の評価をし、基本計画を協議検討す

るという答弁でありました。詳細は委員会資料を御清覧ください。

次に、新温泉町ＧＩＧＡスクール構想、環境整備等の報告を受けております。報告内

容は、大容量す速に対応した校内ネットワークの整備、全小・中学生１人１台タブレッ

トを整備する、配付タブレットは卒業するまで使用する、保管は学校の充電保管庫に保

管する等の内容であります。現在の課題としまして、タブレットの処理速度が遅いとの

ことで、現在原因を調べている。原因は、毎朝タブレット起動、一斉にシステムの自動

更新を行っていた。対策としましては、自動更新の範囲を限定し、起動時刻調整をした

りスリープ状態にすることで対応するという答弁でありました。

次に、浜坂地域学校のインターネット接続の契約を１００Ｍｂｐｓから１Ｇｂｐｓ契

約に変更を行っている。また、光回線工事を行ってるとのことでありました。質疑があ

りました。専門でを教育委員会としてす用してはどうかという意見に対しまして、現在、

教員は県の研修を受けているところであります。専門でについては今後検討するとの答

弁でありました。詳細は委員会資料を御清覧ください。

次に、協議事項が１件ありました。令和３年度新温泉町一般会計補正予算（第３号）

についてであります。議案第６４号でありますが、追加説明で、浜坂認定こども園の整

備候補地検討業務について、追加説明がありました。質疑がありました。こども園に関

する質疑であります。質疑、現在地は過去に否決されている。４年間もこども園が進ま

ないのは、町長の責任ではないか。浸水する地区であり、子供の命が大切だという質疑

に対しまして、町長が、この予算は２つの地点の比較と同時に、住民説明に必要な基礎

的資料になるものだ。また、まちづくりという大きな視点でまちづくりを考えなければ

ならない。自然環境や将来をにらんだ考えが必要だという答弁がありました。異議があ
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り、簡易す決。す手によりす決いたしました。賛成少数で、委員会として了承をされま

せんでした。

次に、生涯教育課です。報告事項は１件ありました。事業実施状況についてです。詳

細は委員会資料を御清覧ください。

協議事項は１件ありました。令和３年度新温泉町一般会計補正予算（第３号）につい

てです。これも委員会として了承しました。

次に、町民安全課です。報告事項は２件ありました。１件目は、新温泉町消防隊員等

公務災害補償条例第９条の２第１項規則で定める金額を改める規則の一部の改正をする

規則についてであります。内容は、平成１８年度新温泉町規則第４４号、常時介護、随

時介護等の金額の改正をするとの内容であります。詳細は委員会資料を御清覧ください。

次に、協議事項２件ありました。１件目、新温泉町手数料条例の一部改正についてで

あります。提案理由は、デジタル社会の形成を図るため、関係法律の整備に関する法律

の公布に伴う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

の一部改正に伴い、所要の改正をするものであります。委員会として了承しました。

次に、２件目、令和３年度新温泉町一般会計補正予算（第３号）について、これも委

員会として了承しました。

次に、健康福祉課です。報告事項は５件ありました。１件目の新型コロナワクチン接

種について報告がありました。内容は、５月２９、３０日、集団接種の接種者数は ５

９７人、大きな事故はなかったということでありました。今後の予定は、６月１３日、

７月４日、接種予定者 ７４７人。また、６月１９、２０日の２回目の接種は ５９７ 

人の予定だという報告を受けております。個別接種は、開始時期６月１４日から開始す

ると。申込者は４２１人おるということであります。麒麟のまち圏域内住民への接種に

ついて、新温泉町内の実施医療機関は、浜坂病院ほか５か所あるとのことであります。

今後の接種については、基礎疾患者、す齢者、施設従事者、一般職種１２歳から６４歳

までについて、まだ詳細は分かりませんが、正確な情報を届けるとのことであります。

質疑がありました。残余ワクチンの接種について、医療従事者はどこかということに対

しまして、七釜病院、特老の２か所であるということと、接種した職員はということで、

健康福祉課３名だという答弁を受けております。また、気分、容体が悪くなった人がい

ると聞いたが、対応経過、アフターケアはできているのかという質疑に対しまして、容

体悪くなった人は２名あった。いずれも女性であり、アナフィラキシーではなかったと

いう、適切な対応をしていたという答弁を受けております。

次に、新温泉町、２件目の兵庫県福祉医療費助成事業実施要項等の一部改正に伴う例

規の整備についてということで、３件ほど関連規則、実施要項２件の一部改正があると

いうことの報告を受けております。詳細は委員会資料を御清覧ください。

協議事項が５件ありました。１件目は、承認第２号、専決処分の承認の件についてで

あります。令和３年度の新温泉町一般会計補正（第２号）についての協議であります。
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委員会として了承しました。次に、新温泉町福祉医療費助成条例の一部改正について、

委員会として了承しました。３件目、４件目、令和３年度新温泉町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第１号）について、委員会として了承しました。５件目、令和３年度

新温泉町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）についても、委員会として了承しま

した。

次に、上下水道課であります。報告事項２件ありました。詳細は委員会資料を御清覧

ください。

協議事項は３件ありました。１件目、令和３年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計補正

予算（第１号）について、委員会として了承しました。２件目の令和３年度新温泉町水

道事業会計補正予算（第１号）について、これも委員会として了承しました。３件目、

下水道事業会計の補正予算（第１号）についても、委員会として了承しました。

次に、公立浜坂病院介護老人保健施設、報告事項が３件ありました。お手元の資料を

御清覧ください。

協議事項は１件ありました。令和３年度新温泉町公立浜坂病院事業会計補正予算（第

１号）についてであります。これも委員会として了承しました。

付託事件としまして１件ありました。請願第３号であります。教職員定数改善と義務

教育費国庫負担制度拡充をはかるための、２０２２年度政府予算に係る意見書す択の請

願についてであります。委員会としてす択することに了承しました。

次に、閉会中の継続調査の申出についてでありますが、９件までの事件について、会

議規則７４条の規定により、議長に申し出ることを委員会として了承しました。

以上、民生教育常任委員会の報告といたします。

○議長（中井 勝君） 民生教育常任委員長の報告は終わりました。

委員長の報告のうち、協議事項について質疑があればお願いをいたします。よろしい

ですか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。これをもって報告を終わります。

委員長、御苦労さまでした。

次に、議会運営委員会が６月１０日に開かれておりますので、委員長から報告をお願

いします。

谷口委員長。

○議会運営委員会委員長（谷口 功君） 失礼します。先ほど議長から報告ありました

とおり、６月１０日に本会議終了後に会議を開きました。協議事項は、閉会中の継続調

査申出についてのみでありました。３件を議長に申し出ることを確認して終了をいたし

ました。以上です。

○議長（中井 勝君） 谷口委員長、ありがとうございました。

以上で諸報告を終わります。
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西村町長から発言の申出がありますので、これを許可いたします。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 車検切れ公用車の使用等について、報告とおわびを申し上げま

す。

本年４月６日に判明いたしました、車検切れ公用車の使用並びに安全運転管理者の不

足につきまして、本会議での御報告が遅れ、大変申し訳ございません。既に、４月２７

日、２８日に開催されました各常任委員会におきまして、原因、経過並びに再発防止策

につきまして御報告をさせていただいたところでありますが、先般、美方警察署へ、該

当車両の検査終了、自賠責保険契約の締結、安全運転管理者の選任及びその届出の報告

が終了いたしましたので、改めて御報告をさせていただきます。

一昨年の立木無断伐すの事件、昨年の官製談合防止法等違反に係る職員逮捕の反省を

踏まえ、コンプライアンスの徹底を図り、信頼回復に向けて全職員で取り組んでいる中、

このような事態となり、議員の皆様、町民の皆様の町政に対する信頼を著しく損ない、

多大なる御迷惑をおかけしましたことを心からおわびを申し上げます。

また、このたびの車両は児童の送迎に使用しており、法令遵守はもとより、子供たち

の安全・安心を確保する立場にある我々が、起こしてはならない事案であることを重く

受け止め、今後、委員会で御報告申し上げました再発防止策を徹底し、同じ過ちを繰り

返さないようにしてまいります。大変申し訳ございませんでした。

・ ・

日程第２ 報告第１号

○議長（中井 勝君） 日程第２、報告第１号、令和２年度新温泉町一般会計繰越明許

費繰越計算書についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、令和２年度新温泉町一般会計繰越明許費

繰越計算書について、地方自治法施行令の規定により御報告を申し上げるものでありま

す。

内容につきまして、総務課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） それでは、令和２年度一般会計繰越明許費繰越計算書につ

いて御報告いたします。

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定では、繰越明許費に係る歳出予算の経費を

翌年度に繰り越したときは、翌年度の５月３１日までに繰越計算書を調製し、次の会議

において、これを議会に報告しなければならないとされております。

それでは、審議資料の１ページを御覧ください。２ページにかけまして、繰越明許費

に係る歳出事項別明細を示しております。なお、今回、説明資料を改めて配付させてい
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ただいておりますので、併せて御覧いただきたいと思います。今回、令和２年度事業で

令和３年度へ繰り越したものは、２款総務費から２ページの１１款災害復旧費まで計１

９事業でございます。総務費では総務管理費、徴税費において電子決済収納導入事業、

民生費では保育対策総合支援事業、農林水産業費では水利施設等保全す度化事業のほか

１事業、商工費では新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業のほか１事業、土木

費では消雪工改良事業のほか５事業、消防費では防火水槽整備事業、教育費では教育総

務費、小学校費、中学校費において学校保健特別対策事業、災害復旧費では昨年の６月、

９月の豪雨災害によります農業用施設、農地災害復旧事業となっております。

中心部分の金額が、令和２年度３月補正でお認めいただきましたそれぞれの事業の繰

越限度額でございます。その右側の翌年度繰越額が、令和２年度中に執行済みの金額を

差し引いた実差の繰越額となります。合計で３億 ４９０で ０００ででございます。 

資料の右側にそれぞれの事業に係る歳出予算の明細として、節、細節の金額を示してお

ります。

なお、事業の進捗につきましては、説明資料に記載させていただいておりますとおり、

土木費において既に完了となった事業もあるほか、商工費の継続支援交付金事業におい

ては５月すが申請期限となり、７月すをめどに事業精算となるなど、早期執行となるも

のもございますが、一部の事業において未発注の事業もございますので、引き続き早期

発注、早期完成に努めてまいりたいと思います。

それでは、議案のほうに戻っていただきまして、地方自治法施行令第１４６条第１項

の規定によりまして、繰越明許費の歳出予算の経費につきましては必要となる財源をつ

けて繰り越さなければならないとされております。その財源内訳を事業ごとに示してお

りますが、それぞれ既収入特定財源はなく、国庫支出金１億 ４９５で ０００で、県 

支出金 ２１３で ０００で、地方支１億 ４６０ででなど、未収入特定財源が記載の  

とおりで、残りは一般財源 ３２２で ０００でとなっております。また、総務費の最 

上段のオンライン環境整備事業につきましては、年度内執行済みとなりましたことから、

翌年度繰越額がゼロでという形になっております。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。いいですか。

１１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） 教育費関係で、ＧＩＧＡスクールの研修講師でしょうか

ね。この部分が今回計上されとるんですが、なぜこの時期に、国の補助とかがあるのか

も分からんけど、もう去年の４月から始まって、当然、講師なりもつけて、どんどんど

んどん教育なりの中で浸透してきているはずというふうには思っとるんですけど。ここ

で継続せんなんということが何だよう分からんだけど。事業ができなんだ、何でできな

んだのかなという。もう率先してせんなん事業だという気がするんですが、いかがでし
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ょうか。

○議長（中井 勝君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） この講師料につきましては、今年度……。

○議長（中井 勝君） マイクをお願いします。

○教育長（西村 松代君） すみません。今年度、ＧＩＧＡスクール構想に係るモデル校、

２校しておりまして、モデル校においてこの新温泉町のＧＩＧＡスクール構想に対する

研究をして、各全校に広めていくということで、今年度研修を充実させるために、この

講師の依頼をしております。研修会の充実と各モデル校における研究をまた全小・中学

校に広げていくということで、今現在上げております。

○議長（中井 勝君） １１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） 国の動きの中で、今になってるという感じがするんです

けど、令和４年３月までっていうことなんですが、繰越事業は早期にすべきだと僕は思

いますし、もうコロナも終息までいかんにしても、緊急事態が解除されてきた背景もあ

るし、段取りよく、モデル校だから、余計だから段取りをしてあげて、当然この町内、

最優先だと僕は思うけど、いい影響力を持てるように、早めに早急に向かってほしいと

思います。

○議長（中井 勝君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 本年度よりスタートしてるわけですけれども、議員のおっし

ゃっていただきましたように、やっぱり早く広く広めていく、モデル校を中心にＧＩＧ

Ａスクール、新温泉町モデルというものをしっかりとつくり上げて浸透させていきたい

と思っております。

○議長（中井 勝君） そのほか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。これをもって質疑を終結し、報告を終わります。

・ ・

日程第３ 報告第２号

○議長（中井 勝君） 日程第３、報告第２号、令和２年度新温泉町浜坂地区残土処分

場事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、令和２年度新温泉町浜坂地区残土処分場

事業特別会計繰越明許費繰越計算書について、地方自治法施行令の規定により御報告を

申し上げるものであります。

内容につきまして、建設課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） それでは、報告第２号、令和２年度新温泉町浜坂地区残土
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処分場事業特別会計繰越明許費繰越計算書につきまして説明させていただきます。

審議資料の３ページと、説明資料につきましては５ページでございます。説明の都合

上、審議資料で内容のほうを説明させていただきます。３ページを御覧ください。

令和２年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計繰越明許費繰越計算書の事項別

明細書でございます。１款１項残土処分場事業費の新残土処分場事業でございます。和

泉谷残土処分場の残土受入れに伴います場内整地工事ですが、特に兵庫県施工の工事で、

繰越しをして年度をまたぐ工事があるため、残土も受入れを止めることなく対応できる

よう繰り越しさせていただいたものでございます。なお、完了予定は６月す予定で、引

き続き本年度分の発注の準備をしてるとこでございます。翌年度の繰越額は工事請負費

１５９で ０００ででございます。また、財源内訳としましては、報告第２号の繰越 

計算書のとおり、全て一般財源でございます。

以上、簡単ですが説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。それでは、これをもって質疑を終結し、報告を

終わります。

・ ・

日程第４ 報告第３号

○議長（中井 勝君） 日程第４、報告第３号、令和２年度新温泉町温泉地区残土処分

場事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、令和２年度新温泉町温泉地区残土処分場

事業特別会計繰越明許費繰越計算書について、地方自治法施行令の規定により御報告を

申し上げるものであります。

内容につきまして、建設課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） それでは、報告第３号、令和２年度新温泉町温泉地区残土

処分場事業特別会計繰越明許費繰越計算書につきまして説明させていただきます。

審議資料の４ページと、説明資料につきましては５ページをお願いいたします。説明

の都合上、審議資料で説明させていただきます。

令和２年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計繰越明許費繰越計算書の事項別

明細書ということでございます。１款１項残土処分場事業費の残土処分場事業でござい

ます。繰越内容につきましては、十字谷残土処分場内の町道の舗装工事について繰り越

しさせていただいたものでございますが、令和２年度事業としましては、施設内に小公
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園の整備を予定しておりましたが、関係区長と協議した結果、町道整備を先行してほし

いとの意見がございまして、その調整に時間を要し繰越しとなったものでございます。

繰越額は工事請負費 ０００でででございます。また、財源内訳としましては、報告第

３号の繰越計算書のとおり、全て一般財源でございます。工事は１１月すまでに完成す

るよう発注してまいりたいと考えてるとこでございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。それでは、これをもって質疑を終結し、報告を

終わります。

・ ・

日程第５ 報告第４号

○議長（中井 勝君） 日程第５、報告第４号、令和２年度新温泉町水道事業会計予算

繰越計算書についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、令和２年度新温泉町水道事業会計予算繰

越計算書について、地方公営企業法の規定により御報告を申し上げるものであります。

内容につきまして、上下水道課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 井上上下水道課長。

○上下水道課長（井上 陽一君） 報告第４号、令和２年度新温泉町水道事業会計予算繰

越計算書につきまして御説明させていただきます。

議案の報告第４号を御覧ください。めくっていただきまして、令和２年度新温泉町水

道事業会計予算繰越計算書、地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の

繰越額を御覧ください。２款水道事業－２、資本的支出、１項建設改良費、事業名、浜

坂道坂関連坂組坂水場坂設工事用地坂量業務でございます。繰越額は委託料 ０５０で

で、財源内訳といたしましては、過年度損円円定円保資金 ０５０ででです。浜坂道坂

関連坂組坂水場坂設工事用地坂量業務委託は、浜坂道坂Ⅱ期事業の坂組インターチェン

ジ工事の施工箇所が、現在の坂組坂水場の水源のすぐ上流側で非常に近く、今後、坂組

インターチェンジの工事が始まりますと、井戸の水質汚濁や水質悪化の影響が懸念され

ることから、坂組インターチェンジ工事が着手される前に代わりの水源を確保するため、

坂組坂水場を工事に影響のない上流側に坂設するための用地坂量業務です。関係機関と

の調整に日数を要しましたので、繰越しをさせていただきました。現在、進捗率は約９

０％です。順次業務を進めておりまして、８月３１日を履行期限としています。

以上、よろしくお願いいたします。
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○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） それでは、これをもって質疑を終結し、報告を終わります。

・ ・

日程第６ 報告第５号

○議長（中井 勝君） 日程第６、報告第５号、令和２年度新温泉町下水道事業会計予

算繰越計算書についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、令和２年度新温泉町下水道事業会計予算

繰越計算書について、地方公営企業法の規定により御報告を申し上げるものであります。

内容につきまして、上下水道課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 井上上下水道課長。

○上下水道課長（井上 陽一君） 報告第５号、令和２年度新温泉町下水道事業会計予算

繰越計算書につきまして説明させていただきます。

議案の報告第５号を御覧ください。めくっていただきまして、令和２年度新温泉町下

水道事業会計予算、地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額を

御覧ください。１款資本的支出、１項建設改良費、事業名、浜坂・温泉中央坂化センタ

ーー水化計画策定業務でございます。繰越額は委託料 ４００ででで、２月に補正をさ

せていただいた事業です。また、財源内訳としましては国庫補助金７００でで、当年度

損円円定円保資金７００ででです。ー水化計画の調整により工期延長を要するため、繰

越しをさせていただきました。６月下旬に契約ができるよう進めています。

以上、簡単ですが説明といたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

１４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） ６月下旬に契約をして、年度内に完了予定でしょうか。

それから、業務内容の概要というのがもう分かってきているんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 井上上下水道課長。

○上下水道課長（井上 陽一君） 年度内完了としております。概要ですが、まだ調整中

ではありますが、計画の内容といたしましては対象施設のー水化のための確保すべき機

能とか、そういったことを検討するようでございます。まだ詳しい内容は詰めれており

ませんけども、計画を策定するということですので、その場所場所での浸水の深さを正

確に確認しまして計画するものです。今のところ浸水する深さが３メートルから５メー

トルというところで、正確な数字はまだ確認できていませんでしたので、その辺りの数
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字を正確に確認して対策を計画するものです。以上です。

○議長（中井 勝君） そのほか。よろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。これをもって質疑を終結し、報告を終わります。

・ ・

日程第７ 報告第６号

○議長（中井 勝君） 日程第７、報告第６号、令和２年度兵庫県町土地開発公社事業

報告及び財務諸表の報告についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、令和２年度兵庫県町土地開発公社事業報

告及び財務諸表について、地方自治法の規定により御報告を申し上げるものであります。

内容につきまして、総務課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） それでは、兵庫県町土地開発公社の事業報告及び財務諸表

について御報告をいたします。

令和２年度事業報告及び計算書類を御覧いただきたいと思います。この公社の決算に

つきましては、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、毎事業年度、経営状況

を説明する書類を作成し、議会に提出することとされております。

それでは、めくっていただきまして、まず資料の１ページと２ページを併せて御覧い

ただきたいと思います。事業の概況ですが、令和２年度中に新たな土地の取得はなく、

公社の取得用地につきましても令和元年度に買戻しが完了しておりまして、令和２年度

すにおいて公社の保有する公共事業用地はございません。また、事業収支では４年連続

のの字となり、損失額は１１で ２８８でとなっております。なお、この損失額は、当

年度す未処分利円年余金を処分して、翌年度繰越金年余金を ９３３で ２８３でとし 

ております。

めくって３ページを御覧いただきたいと思います。経営活動に伴う収円的収入及び支

出の収入につきましては、事業外収円で基本財産である１２町の出資金利息と預金利息

を合わせまして ７６２でとなっております。

これに対しまして、支出は４ページのとおりで、監査の旅費、それから役員の慶弔に

係る交差費、この資料でございます令和２年度事業報告及び計算書類のこの印刷代、そ

れから、送金に係る手数料の役務費、県市町連絡協議会の負担金を合わせまして１２で

５０でとなっております。収入支出の差額につきましては、最下段のとおり１１で ２

８８でのの字となっておりまして、先ほど申し上げましたけども、当年度す未処分利円

年余金を処分をしたところでございます。

以上が令和２年度に実施いたしました事業の概要でございます。
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５ページ以降は資本的収支、借入金概要、監査の実施状況、一般庶務事項等を記載し

ておりますので、後ほど御清覧いただきたいと思います。なお、令和２年度の公社事業

におきまして、直接新温泉町に該当する事業はございませんでした。

以上で報告を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。これをもって質疑を終結し、報告を終わります。

暫時休憩します。２５分まで。

午前１０時０９分休憩

午前１０時２５分再開

○議長（中井 勝君） 休憩を閉じ、会議を再開します。

・ ・

日程第８ 報告第７号

○議長（中井 勝君） 日程第８、報告第７号、第３３期営業年度株式会社温泉町夢公

社事業報告及び財務諸表の報告についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、第３３期営業年度株式会社温泉町夢公社

事業報告及び財務諸表について、地方自治法の規定により御報告を申し上げるものであ

ります。

内容につきまして、商工観光課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） それでは、報告第７号、第３３期営業年度株式会社温

泉町夢公社事業報告及び財務諸表の報告をさせていただきます。

営業報告書並びに決算報告書を添付させていただいております。第３３期といたしま

して、令和２年３月１日から令和３年２月２８日まででございます。

めくっていただきまして、１ページをお願いいたします。営業報告でございます。要

点のみの御報告とさせていただきます。１、営業の報告といたしまして、全世界で新型

コロナウイルス感染症が拡大し、混乱を極めた今期、国内におきましても緊急事態宣言

発出に伴う休業、営業自粛が余儀なくされ、当社の営業にも大きく影響しました。売上

げが見込めない中、テークアウト弁当の販売や経費の削減、賞与の減額等を行ってまい

りましたが、温泉町夢公社創業以来初のの字決算となりました。しかしながら、国、県、

町からの給付金、補助金等により、最小限のの字にとどめることができました。

次に、１１行目からですが、営業成績の報告でございます。まず、指定管理をしてお
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りますリフレッシュパークゆむらは、入館者数７で ９４８人、前年対比プラス１で 

９４５人、１⒏１％の増、利用料 ６４８で ０００で、前年対比マイナス３４２で  

０００で、１⒎２％の減となりました。町営２車場は利用台数２で １１３台、前年対

比マイナス ４１７台、１ ⒐７％の減、利用料２８８でで、前年対比マイナス１４５で

０００で、３ ⒊５％の減。健康公園は利用人数２で ８９８人、前年対比マイナス３

で６６４人、５⒍２％の減、利用料１１１で ０００で、前年対比マイナス７７で ０ 

００で、４⒈０％の減です。草太園地は利用人数３４１人、前年対比マイナス７２人、

１⒎４％の減、利用料２０で ０００で、前年対比プラス３で ０００で、１  ⒐２％の

増です。ログハウスカナダは利用棟数６３５棟、前年対比マイナス１６５棟、２６％

の減、利用料は ０３７で ０００で、前年対比マイナス３２７で ０００で、２   ⒋０

％の減です。夢％代館は入館者数 ８１６人、前年対比マイナス ５０４人、４  ⒍０％

の減、利用料は２３０で ０００で、前年対比マイナス１９７で ０００で、４  ⒍１％

の減収になりました。

直営事業におきましては、レストラン直が ７６８で ０００で、前年対比マイナス 

３４１で ０００で、２  ⒏９％の減です。フロント販売品は１４９でで、前年対比マ

イナス ０００で、 ６％の減です。リフレッシュ館６６・特産品販売は４３３で ０

００で、前年対比マイナス１９９で ０００で、３ ⒈５％の減です。野外施設は１００

でで、前年対比マイナス１１３で ０００で、５ ⒊２％の減で、売上すは ８３２で 

０００でとなり、前年対比でマイナス ７８２で ０００で、２  ⒎８％の減となりまし

た。

総収入額は１億 ８０９で ０００でとなり、営業外収支を含み税引き後の当期利円 

はマイナス５９で ０００でを計上することになりました。

次に、２ページを御覧ください。第３３期の活動報告を記載をしております。リフレ

ッシュ館、レストラン直、夢％代館、健康公園の４施設及び全体として、計５つの６な

事業を掲載をしております。掲載事業の多くがコロナの影響で中止もしくは思うような

活動ができませんでした。

めくって３ページをお願いいたします。２の当社の現状です。⑴の資本金の推坂は、

当年度すで ０００でで、昨年度すからの増減はありません。 ⑵株式の状況ですが、イ

の株式数は４００株で変動はございません。ロの当年度す株６数は１３３名で、こちら

も変動はございません。⑶社員の状況です。社員数は１０名で前年度すと変更はござい

ません。平均年齢は４７歳７か月となっております。⑷業務の状況といたしまして、イ、

指定管理施設及び業務の内容です。リフレッシュ館のほか５施設を指定管理しており、

施設の利用促進と施設管理に努めました。

次に、４ページです。ロの直営業務です。リフレッシュ館では６６、物品と特産物の

販売、森林総合利用促進施設はレストランの運営をしております。野外活動施設は物品

販売と中山食堂を運営しました。メイプルセンターと夢％代館は物販販売を行っており
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ます。ハの売上げの内訳でございますが、フロント部門から一番下の夢％代館まで、売

上げの合計としまして ８３２で ６６５で、指定管理料はリフレッシュ館から夢％代 

館まで合計 ９７６で ５８５で、部門計としまして１億 ８０９で ２５０でとなっ   

ております。

めくっていただきまして、５ページをお願いします。３の取締役及び監査役ですが、

代表取締役社長、猪坂悦司氏ほか監査役まで記載の１０名の役員でございます。続く４、

５、６の項目は、次の決算報告で報告をさせていただきます。

次のページから決算報告書でございます。１枚めくっていただきまして、１ページを

お開きください。貸借対照表をつけております。令和３年２月２８日現在で作成をいた

しております。まず、資産の部としまして、１の流動資産は現金から仮払金まで、流動

資産合計として１億 ０１７で ６９１でです。２の固定資産税ですが、  ⑴有形固定資

産としまして建物から一括償産資産まで、合計は１７４で ８９７で、 ⑵の無形固定資

産はゼロでです。⑶投資等で出資金が１ででです。資産合計は１億 １９２で ５８８ 

ででございます。

次に、２ページを御覧ください。負支の部としまして、１の流動負支です。未払い費

用から未払い法人税等まで、流動負支合計は ８２７で ２５２でです。２の固定負支 

はゼロでです。純資産の部としまして、１、株６資本は資本金から繰越利円年余金まで、

純資産合計として１億３６５で３３６ででございます。負支、純資産合計としまして、

１億 １９２で ５８８ででございます。 

めくっていただきまして、３ページですが、損円計算書をつけております。１、売上

すの売上げとしまして１億 ８０９で ２５０でです。２の売上原価、期高商品高高す 

から期す商品高高すまでの合計 ０３４で ２９９でを差し引きまして、売上総利円は 

１億 ７７４で ９５１でです。３の販売費及び一般管理費ですが、販売・管理費は１ 

億 ００８で ６７１でで、差し引いた営業利円はマイナス ２３３で ７２０でです。   

４の営業外収円は、受取利息から４収入まで合計 ２３１で ３２３で、５の営業外費 

用は、４損失として３で ５２６で、差し引いた営業利円はマイナス５で ９２３でと 

なっています。

次に、４ページです。６の特別利円はゼロで、７の特別損失はゼロでです。税引き前

当期純利円として直営部門と指定管理部門の計としまして、マイナス５で ９２３でか

ら法人税等として５４で ９００でを差し引きまして、当期純利円はマイナス５９で 

８２３ででございます。

次に、５ページをお願いをいたします。販売費及び一般管理費の内訳でございます。

役員報役から下段の４費まで、営業管理費合計としまして１億 ００８で ６７１でに 

なっております。

次に、６ページをお願いいたします。売上げの内訳ですが、内容は、さきの営業報告

で説明をしたものと同一ですので、省略をさせていただきます。次に仕入れの内訳です
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が、フロントから夢％代館売店まで合計としまして、仕入額は ８８１で ５８８で、 

期高高高は４６９で ９９２で、期す高高は３１５で ２８１でとなっております。 

次に、７ページをお願いいたします。株６資本等変動計算書です。資本金の当期す残

すは ０００ででです。利円年余金の利円準備金、当期す残すは１１９で ０００でで 

す。そのほか利円年余金の別すす立金、当期す残すは ４００ででです。役員す職す立

金は当期繰越利円年余金に９０ででを振り替えましたので、当期す残すは１０でででご

ざいます。繰越利円年余金は９０ででの振替及び当期純利円のマイナス５９で ８２３

でを加えて、当期す残すは ８３５で ３３６でです。利円年余金合計は、当期変動額 

のマイナス５９で ８２３でを加えて、当期す残すは ３６５で３３６でです。株６資 

本合計の当期す残すは１億３６５で３３６でになります。純資産の部の合計としまして、

当期す残すは１億３６５で３３６でとなっております。

次に、８ページをお願いいたします。個別注記表でありますが、重要な会計方針に係

る事項に関する注記と貸借対照表に関する注記といたしまして、御覧のとおりの記載を

いたしております。

めくって、９ページをお願いいたします。中段に監査役２名による監査が令和３年４

月１６日に行われており、その監査結果を記載をしております。

次に、１０ページをお願いをいたします。年余金の処分の件につきまして、役員す職

す立金に１０ででをすみ、繰越利円年余金から１０ででを減少することを承認されてお

ります。

以上、報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） マスクよかったですよね。

損円計算書の中で、４収入の内訳を教えていただきたいのと、それと、法人税等に５

４で ９００で上がってるんですけれども、これについてお聞きしたいと思います。あ

わせて貸借対照表のほうの未払い消費税１５７で ８００でが計上されてるんですけど

も、これは年間の仮受け消費税から本来の納めなきゃいけない消費税を引いた年額なの

かどうかも、併せて教えていただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） まず、御質問の最初の４収入の件でございますが、４

収入 ２３１で ８１３でのうち １６８で ７６０でにつきましては、コロナ対策の   

国、県、町からいただいた交付金でございます。内訳としまして、国からの交付金が３

１４で７６０で、県からの交付金が１９７で ０００で、町からの交付金につきまして

は６５７で ０００で、このうち指定管理者の支援給付金と事業者支援給付金がそれぞ

れとなっております。
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それから、法人税の中身につきましては、国の税務署に納付いたします法人税並びに

法人事業税、また、法人県民税と町のほうの法人町民税でございまして、その合計の金

額となっております。

それから、未払い消費税の年間分かどうかというのは、すみません、ちょっと確認を

いたしておりませんので、また後ほどの回答とさせていただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 法人税等について、私の認識では、マイナス決算になっ

た場合にこの金額が単純に上がるのはちょっと整合しないんじゃないかなと思うんです

けども、特別に課税されてる決算の内容があるのではないかなと思うんですけれども、

それについてどんなふうな内容なのか教えていただきたいと思いますし、及びマイナス

決算になって、今まではプラス決算だったので、既に納税されてる分について、決算の

マイナス分については純マイナスの分は還付されると思うんですけども、それについて

の御予定についてもお聞かせください。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 法人税、また県民税、町民税につきまして、法人に関

する部分で収円が出た場合には、その収円に伴う税割が発生をいたしますが、これにつ

きましては、黒字が出れば黒字に対してのそれぞれのパーセントの税がかかるというこ

とになっております。ただ、この均等割というものもありまして、資本金、また従業員

の数に応じてそれぞれ均等割というものもかかりますので、こちらは収円に限らず、必

ず納めなくてはならないものでございます。また、収円がの字になった場合につきまし

ては、この税割はかからないと思っております。以上です。

○議長（中井 勝君） 還付について。

○商工観光課長（水田 賢治君） 還付金につきましては、当初に年間分納めて、最終的

に決算で減となれば、その分がまた還付をされるという形になっております。

○議長（中井 勝君） それは分かってるけど。そういう質問じゃなかったな。

３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 今期については、損失分については還付されるという認

識でおってよろしいということですね。それと併せて、 ０００ででの資本金なので均

等割も大きいとは思うんですけれども、この未払い法人税が９で ５００でという金額

が上がってるので、この均等割等について、この５４で ９００でのそれぞれの内訳っ

ていうのはお分かりじゃないでしょうか。分かれば教えていただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） それぞれの区分の金額でございますが、まず、税務署

に納めます法人税が２４で ８００で、それから地方法人税が１で９００で、県民税に

つきましては３でで、法人事業税が８で９００で、これは県の分でございます。また、

法人町民税につきましては７で ８００でであります。
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未払い分につきましては法人県民税と法人町民税がありまして、法人県民税につきま

しては２で ５００でと町民税は６で ０００で、合わせて９で ５００でとなってお  

ります。以上です。

○議長（中井 勝君） 最初の分の回答返ったか。よかったか、最初の分の。（発言す

る者あり）

そのほか。

１３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） ちょっと１点だけ聞かせてください。５ページの販売費

及び一般管理費の中で、地代で及３７４で ６２１でと、この内訳をちょっと教えてく

ださい。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） この３７４で ６２１でに関しましては、レストラン

直、また倉庫に関するものでありまして、これは目的外使用に係る経費ということで、

町に納付をいただくものでございます。以上です。

○議長（中井 勝君） １３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） レストラン直と、それからその裏にある倉庫、これだっ

たら、これを要は単純に１２分の１にすればそうなるっていうことですか、この金額に。

それで計算のできるこういう形になるということですね。そうなんですか。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 目的外使用の場合につきましては、それぞれの固定資

産税の評価額を基に計算をいたしておりまして、ちょっと今、手元に資料がございませ

んけれども、毎年４月に税務課で固定資産の評価額を調べて、それに目的外使用の率を

掛けたものをいただいております。以上です。

○議長（中井 勝君） よろしいですか。

○議員（13番 中井 次郎君） はい。

○議長（中井 勝君） そのほか。よろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） 質疑はないようです。これをもって質疑を終結し、報告を終わ

ります。

・ ・

日程第９ 承認第２号

○議長（中井 勝君） 日程第９、承認第２号、専決処分の承認について（専決第１

号）令和３年度新温泉町一般会計補正予算（第２号）の専決処分についてを議題といた

します。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。
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○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、令和２年度新温泉町一般会計補正予算の

専決処分をさせていただいておりますので、地方自治法の規定により議会の御承認を賜

りたく御報告申し上げるものであります。

内容につきまして、休憩中に担当課長が御説明を申し上げたとおりであります。よろ

しくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 内容説明につきましては休憩中に担当課長から受けております

ので、これから質疑に入ります。質疑をお願いします。

１１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） この専決については、ワクチン接種に絡むもんという部

分で認識しております。ワクチン接種が僕はスムーズにできたと、そういうふうに評価

してるとこでありますが。ただ、この、私は前の職しからかけて ０００でで近い時間

外手当の増というのはあまり覚えがありません。そういう中で、災害緊急事態からいえ

ばあり得ることだとは思うんですが、そもそもの体制に問題なかったのかという気がい

たします。いち早く援護衛生部をつくりました。そういう中で、援護衛生部の果たして

きた役割っていうのは、どんなものだったのかなと。衛生部を設置して、この専決補正、

引き続き今回の補正第３号で同じく ５００でで近い同種の補正がなされてると。働い

た分は当然、対価として支給するのは、それには僕は何も異論はないんです。ただ、そ

ういう体制にしてしまったという部分において、副町長なり、どういう見解をお持ちで

しょうか。

○議長（中井 勝君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） このワクチン接種を進めていくということにつきましては、

令和２年度の段階におきましても大変な人員なり、そういう作業が出てくるということ

を管理職会議でも議論をしていたところでございます。そういった中で、人員体制につ

きましては健康福祉課への体制整備ということで、４月に会計年度職員１名を増員をし

ているところでございます。具体的な作業、協力体制、本部の中での援護衛生部という

ことがワクチンの行動計画の中で示されておったところでございますが、それでもなか

なか、スムーズに進めていくためには相当な人員なり労力が必要だったということの中

で、体制整備ということで、この６月１５日付で正職員の１名を増員させていただきま

した。また、今後も強化を検討している段階ということでございます。以上でございま

す。

○議長（中井 勝君） １１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） 少し細かくなるんですが、この８７２で ０００でのす

算の部分、す算段階で何人に対して、大体何十時間働かせるかというか、そういうふう

な計算がなされてると思うんですが、その辺り、多い方、多分そんなに大きな差はない

と思う。どれぐらいの時間数で設定されてるか、スタッフ数と。

それから、時間が限られますので、要は過労死ラインとか、その辺りを意識して専決
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をされたのかなと。死んでもええからせじゃないですからね、当然ね。１名、会計年度

任用職員を増員したっていうことがありました。それで足りると、足りるというか、通

常勤務の中で、通常の常勤なりの中でできると思われたのかどうか。現場というか、そ

ういう部分をちょっと聞いた中では、連日すごい遅くまで勤務してたいうような現実が

あるようですし、それからいったら、この本部であり援護衛生部の果たした役割ってい

うのはどうだったんだろうと。やっぱりどっちかというと担当課、接種の日は、そりゃ

スタッフ、たくさんの方で対応してたのよう見てますし、ただ、それに至るまでの体制

なり、そういう部分が本当に十分だったかなということを、要は使用者側に問題なかっ

たのかなっていうことを、さっき見解言ってもらったんですけど、特にそんな厳しいよ

うな見解なかったんですが、僕は非常に現場っていうのは大変だったなという気がする

んです。さっき言ったような内容を、働かせる側としての責任として、どういう考えだ

ったかということを、ちょっと改めて数字をもって示してほしい。

一連見ると、会計年度任用職員は時間外手当じゃなかったよね、たしか。報役だった

んかな、割増し報役。そういう分からいったら一切ない。何でもっと広い範囲で職員を

手分けして、何でしないのかな。こんな分けんなん必要ある、あんたは会計年度任用職

員だからこの中には入れませんって。できる作業ってある。プロしかできないこと、判

断せんなんこと、でも、それを補う役っていうのは、多分たくさん要ったんだ、今回は。

そういう作業が、仕事が。だからそれにおける、何だ、甘い気がするんだ、だから、副

町長。現場の長として、あなたが。現場の最す責任者だ、僕はそう思う。それからいっ

たらね、あなた悪いけど、認識が甘かった違うか。結果として体調崩してる人はなさそ

うですからね、よかったと思うんだけど。その辺の本当、甘く感じる。たくさん言いま

したけど、その辺りどうでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 令和３年度に向けて、役場全体としての人員体制、これは健

康福祉課だけではなくて、ほかの課の業務内容ということで、令和２年度の３年度に向

けての組織、人員体制については人事という部分でずっと検討をしてきたというところ

でございます。この４月、５月、６月につきましての非常に超勤等も、もうやむを得な

い中でしているわけでございますけども、この内容につきましては担当課から報告を受

ける、また、超勤の命令なり実績については総務課長まで決裁が来るというところで、

その辺の時間数については健康福祉課長、総務課長からも、そういった労働実態、時間

数等についても私のほうに報告を受けているというところでございます。

先ほどの御質問の中で、す算とか時間外、その辺につきましては、総務課長と健康福

祉課長のほうでお答えをいただきたいと思っております。

ただ、いずれにいたしましても、この接種への人員というものにつきましては、もう

当初、予想以上に非常に人員なり時間がかかっているということがございますので、今

後、先ほど申し上げましたように既に１名の正職員増員をしておりますけれども、近い
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うちにまたさらに強化ということを現在検討をさせていただいているというところでご

ざいます。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） す算根拠ということであります。時間外につきまして

は、各課からスタッフの動員要請をする中で、それを基に当初計画をしております。１

日当たり７８人から８５人ということで、５日間ということで計算しております。５月

２９日、３０と、６月１３と６月１９、２０日の分ということであります。１日当たり、

土曜日で大体６時間で、日曜日が８時間計算で出させていただいております。トータル

で、時間外につきましては５日分ということで４１４人分で、管理職員特別勤務手当に

つきましては、５日間で６６人分という計算で算出をしております。健康福祉係の時間

外の関係につきましては、多い者で１５０時間、少ない者で１００時間を超えるという

実態であります。以上です。

○議長（中井 勝君） １１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） 今の時間数というのは、す算段階のそれを見ても明らか

に過労死ラインを超えていると。そういう面からいえば、過労死を防ぐ行政としては誠

に遺憾、結果じゃなくて、前段でそうだったということが非常に配慮せんといけんとい

う部分を多く感じます。結果については僕も評価してるという部分があるんですけど、

会計年度任用職員については従事させないという、させるけど時間外はさせないという

ことで理解したらええんでしょうか。さっきの会計年度任用職員を１名配置したという

ことを言われました。彼か彼女か分かりませんけど、一生懸命同僚は頑張って夜中まで

やってるのを、その人だけ５時半になったら帰る、そんな勤務をさせたの。やっぱり一

丸でやるべきじゃないですか。

特異なパターンでプロジェクトとか、かつてつくった経過がある。各課横断的に募っ

てしたと思いますよね。やり方ですけど、ワークシェアリングではないけど、やっぱり

ある一定期間、自分の仕事をちょっと置いて手伝ってよ、その代わり山を越えたら帰っ

て時間外で自分の仕事を処理するとか、そういうふうなことができないのかなというこ

と。特に全課で対策本部をつくってますから、そういうふうな対応。本当に、どういっ

たらいいだろう、現場にプラスになるような仕事の仕方、関わり方というようなことを

やっぱり、これは今後の災害とか、そういう部分にも共通する部分があるし、そういう

ことを僕は感じた。

それと、ＯＢの活用。やっぱり職員ＯＢっていうのは事務なりにたけてますし、町の

状況も知ってますから、そういう部分でやっぱりフルに活用できるような仕組みを日頃

からしといてほしいなと思う。ちょっと頼みますわということを言えるような行政、委

嘱なんかできないけど、そんなやっぱり名簿リストをちゃんと抱えて、いつでも協力す

るよっていうような人を抱えとく、こんなことであってほしいなということを今回、僕

は痛感いたしました。
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その辺りで、ちょっと気になる会計年度任用職員と、今、今後のことを言ったんです

が、その辺りについての回答を求めたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 今御提案いただきましたように、ワークシェアリングといい

ますか、選すであったり、また災害という中で、各課を短期的に応援を求めるという例

もございますので、今回につきましても、一定検討の中におきましては、当日、前日等

だけではなくて、ふだんの日常業務におきましても、各課の分担ということも検討に入

れながら担当課長等とも話をしておりましたが、担当課といたしましては、やはり継続

してこれから一般接種もあるということの中におきましては、そういう応援体制よりは

増員という形のほうが有効であろうということの中で、今回の人事異動等もさせていた

だいたところでございます。

会計年度任用職員の時間外、超勤等につきましては、必要があればそれは可能という

ふうに思っております。以上でございます。

○議長（中井 勝君） どうぞ、続けて。

○副町長（西村 徹君） ＯＢということも、今この業務に限らず、ＯＢをいかに有効

に助けていただくかということについては、非常に重要な人材であろうと思っておりま

す。そういった中で、ＯＢも今回のいろんな想定の中でリストアップして、そういった

候補者として声をかけたらどうかということで声もかけさせていただいたということも

ありますが、今後、ＯＢ職員のこういったサポートということもいろんなところで考え

ていくべきと思っとるとこでございます。

○議長（中井 勝君） １４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 先ほど課長のほうから、１００時間から１５０時間の時

間外を働いた人がいるという報告だったんですが、これは何人で、どういう職務内容だ

ったんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 健康福祉係の正規職員全員であります。保健師と課長

補佐ということですので、保健師が４名で課長補佐が１名ということであります。内容

については、この集団接種に係る業務関係を担当して、そういう時間になっております。

○議長（中井 勝君） １４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 特定の人に大変負担が重くのしかかっているということ

なんですが、私、一般質問でも、集団接種ということから業務が集中するということで、

体制を十分に取るようにということを質問いたしました。香美町と比較すると、接種会

場での対応は非常にスムーズにいって、住民からも喜ばれたと町長も報告をされました。

しかし、その分、いわゆる電話での予約制ということを取らずに、接種券を郵送して、

さらに郵便で一人一人の接種日時を指定して案内をすると。この実務作業に非常に手を

取られる、時間を取られるということが予坂できましたので、だからこそ、この分野で
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の人の補充というのが必要だったと思うんですね。明らかに１００時間から１５０時間

というのは過労死ラインをはるかに超えているわけですね、８０時間から９０時間と言

われているわけですから。そういう、やっぱりそこに必要な人を配置すると。しかも、

その作業が責任を持ってこなせる人という配置が必要で、先ほどもありましたけれど、

やっぱり本部会議なり、災害対策本部会議なり、どこでどういう人事配置をするかとい

うことをしっかり協議をした上で体制を取るべきだったのではないか、なぜできなかっ

たのかということについて伺います。

○議長（中井 勝君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 申込受付につきましては、当町の場合、町ぐるみ健診等があ

りまして、そのやり方、下地がございましたので、す齢者にとってどういう形が、全国

でああいう例がある中でよいかということにつきましては、そういった健診の申込受付

というものを下地にさせていただいて、す齢者にとって優しい申込受付ということで、

そのことについてはスムーズにいったであろうと思っております。受付の中におきまし

ては、職員とともに委託ということの中で、業務委託の中で人員が増えているというと

ころもございます。

先ほどの労働時間につきましては、この５月につきましては連休がございましたので、

休日の部分での、休みの中での勤務ということもあるということにつきましても、分析

の中ではそういったこともあるのではないかということがございます。５月すの初めて

の集団接種を経験しまして、一定、形については定着をしてきた部分がございますので、

それを今後も定着したものをやっていくということの中で、その分については、今後は

そういった部分での、最初の模索に比べましては労働時間は減っていくのではないかと

いう分析をしているところでございます。

○議長（中井 勝君） １４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） いよいよこれから６４歳以下の皆さんの接種が始まって

いくわけですが、その基本方向というのは定まっているんでしょうか。いわゆる集団接

種を軸に、個別接種も織り交ぜながら進めていくということなんでしょうか。

それで、心配になるのは、結局、管理職の皆さんをはじめ幹部職員の皆さんが土日の

たびにこの接種に当たられていくと。管理職の皆さんはほとんどの皆さんが遅くまで通

常の勤務をこなして、さらに土日も集団接種会場での業務に当たられると。これが何日

間で完了するのか分かりませんけれども、少し長期にわたるということを見通せば、現

状の体制では無理があるのではないかということを思うんです。ですから、本当にこの

す齢者接種の状況をしっかり分析して、これからどういう体制で進めていけばいいのか

ということについて、明確にそのプログラム、あるいは体制を、一般質問でも申し上げ

ましたが、示していただきたいと思いますが、いかがですか。

○議長（中井 勝君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 今後の方針なり体制等につきましては、詳細、健康福祉課長
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のほうでお答えをいただきますけども、確かに管理職も本当にこの土日の当日勤務とい

うことの中で、できる委託につきましてはアウトソーシングできるような、例えば車の

警備であったり、その辺につきまして、職員ではなくて委託でできるものにつきまして

は、できるだけそういった人材の活用、あるいは先ほども出ましたＯＢ職員の活用とい

うことを今後検討していきたいと思っております。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 今後の進め方ということで、医師会との調整をさせて

いただいております。一般接種につきましても、集団でという医師会の話もあります。

そういう中で、職域の接種も進んできておりますし、麒麟のまちの関係で、個別接種と

いうことで町外で接種できる体制もできております。最終的に何人ぐらい接種できるか

ちょっとまだ把握はできてないんですけども、なるべく早く接種券を発行する中で、い

つでも接種できる体制を取っていきたいと思います。

ちょっと回答にはなってないんですけども、よろしくお願いしたいと思います。以上

です。

○議長（中井 勝君） 大事なことですので、ちょっと暫時休憩します。

午前１１時１２分休憩

午前１１時１３分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

ほか、質疑はありませんか。

５番、浜田直子君。

○議員（５番 浜田 直子君） すみません、関連してなんですけど、全国接種券という

のが配付されて、どこでも接種できるという場所もあるんですけど、この町において、

その接種券っていうのはいつ頃配付予定でしょうか。早い配付を希望されてるので、お

願いします。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 一般の方の接種券についても、早急に発行していきた

いと考えておりますので、早ければ今月中、遅くても７月かかりには送っていきたいと

考えております。

○議長（中井 勝君） そのほか、よろしいですか。そのほか、いいですか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） それでは、ないようであります。これで質疑を終わります。

討論がありますか。ないですか。

〔討論なし〕

○議長（中井 勝君） それでは、本件についてお諮りをいたします。本件をす決いた

します。
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本件は、起立によって行います。

本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立多数。１３名です。よって、本件は、承認することに決定

をしました。

・ ・

日程第１０ 議案第５８号

○議長（中井 勝君） 日程第１０、議案第５８号、新温泉町個人情報保護条例及び新

温泉町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてを議題とい

たします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法

律の整備に関する法律の公布に伴う行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律の一部改正及びデジタル庁設置法の施行に伴い、所要の改正を御

提案申し上げるものであります。

内容につきまして、総務課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） それでは、議案第５８号、新温泉町個人情報保護条例及び

新温泉町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について御説明い

たします。

説明の都合上、審議資料の７ページを御覧いただきたいと思います。一部改正の概要

を載せております。新温泉町個人情報保護条例の一部改正を第１条とし、新温泉町行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号

の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正を第２条とする２条立てを行っ

ております。

まず１つ目は、第１条及び第２条に共通する改正事項としまして、従業員本人の同意

があった場合における転職時等に使用者間での特定個人情報の提供を可能とする、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法

と言われておりますけども、この法第１９条第４号の追加に伴いまして、引用規定を改

正するものでございます。法第１９条第４号の追加により号ずれが生じたため、第１条

においては、法第１９条第７号を第８号に、第８号を第９号に改め、第２条においては、

第１９条第１０号を第１１号に改めるものでございます。

次に、２つ目は、第１条の改正事項としまして、デジタル庁設置法の施行に伴いまし
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て、情報提供ネットワークシステムの所管がデジタル庁に変更されるために、６務大臣

を総務大臣から内閣総理大臣に改めるものでございます。デジタル庁につきましては、

本年９月１日から発足する予定となっております。内閣直属の機関になることから、６

務大臣の改正が必要となりました。

それでは、５ページに戻っていただきまして、第１条の関係の新旧対照表でございま

す。新温泉町個人情報保護条例の新旧対照表をつけております。左側が現行、右側が改

正案でございます。第３５条第２項におきまして、先ほど御説明いたしましたデジタル

庁の設置に伴いまして、総務大臣を内閣総理大臣に、番号法第１９条第７号を第８号に、

第８号を第９号に改正をしております。

めくって、６ページを御覧ください。第２条関係の新温泉町行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例、新旧対照表でございます。同じく左側が現行、右側が改正案

でございます。第１条におきまして、番号法第１９条第１０号を第１１号に、第５条に

おきましても、番号法第１９条第１０号を第１１号に改正しております。

それでは、条例本文に戻っていただきまして、附則を御覧いただきたいと思います。

附則、この条例は、令和３年９月１日から施行するというものでございます。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。よろしいですか。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。それでは、質疑を終わります。

討論ありますか。

それでは、これから討論に入ります。

まず、本案に対し、反対者の発言を許可します。

１４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 失礼します。議案第５８号、新温泉町個人情報保護条例

及び新温泉町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、さ

らに、議案第６１号、新温泉町手数料条例の一部改正についても同一の関連議案であり、

一括して反対討論を行います。

３つの条例改正は、いずれも通常国会で５月１２日に成立したデジタル関連法を新温

泉町に具体化するための条例改正であり、とても同意できる内容でありません。デジタ

ル技術の発展と普及によって行政事務や手続を効率化し、国民生活の利便性を向上させ

ることは大切です。しかし、それは行政機関が保有する個人情報の利活用を国民自らが

コントロールできる法整備、体制整備と一体的に行われなければなりません。デジタル

関連法は、個人情報のビッグデータ化、顔認証など、ＡＩ、人工知能の普及の下での個

－３３－



人情報の保護、個人の基本的人権の尊重のための新たな基点を、その考え方さえも欠落

しており、行政機関が特定の目的のために集めた個人情報をもうけの種として、本人の

同意もないままに目的外利用、外部提供し、成長戦略へつながる企業の利円につなげよ

うとするものであります。以下、３つの問題点を指摘して反対討論といたします。

第１に、個人情報をないがしろにし、プライバシーを侵害するおそれがあることであ

ります。既に国及び地方自治体でも大量の個人情報ファイルを非識別加工し、民間利活

用の提案募集にかけています。さらに、個人情報保護法制の一元化により、地方自治体

が独自に制定する個人情報保護条例に縛りをかけるもので、匿名加工した個人情報を外

部提供するオープンデータ化を都道府県や政令市に義務化し、条例による個人情報のオ

ンライン結合の禁止を認めないとしています。

第２は、地方自治に対する侵害です。国と自治体の情報システムの共同化、集約によ

り、地方自治体は国がつくる鋳型に収まる範囲の施策しか行えないことになります。ま

た、強力な権限を持つデジタル庁は、地方自治体に対して予算配分やシステムの運用、

条例策定についても、口を挟むことができるようになっています。

第３は、国民にマイナンバー制度を押しつけようとしていることであります。個人の

預金口座のマイナンバーのひもづけなどを盛り込んでいます。マイナンバー制度は、国

民の所得、資産、社会保障給付を把握し、国民への徴収強化と社会保障費の削減を進め

るためのものであります。マイナンバー制度は廃止すべき制度ではないでしょうか。

以上を指摘し、反対討論といたします。

○議長（中井 勝君） 次に、本案に対し、賛成者の発言を許可します。ありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（中井 勝君） ほか、討論はありませんか。

〔討論なし〕

○議長（中井 勝君） これで討論を終わります。

これから本案をす決いたします。

す決は、起立によって行います。

本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立多数であります。１３名。よって、本案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第１１ 議案第５９号

○議長（中井 勝君） 日程第１１、議案第５９号、新温泉町税条例等の一部改正につ

いてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。
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○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、地方税法等の一部を改正する法律、地方

税法施行令等の一部を改正する政令及び地方税法施行令の一部を改正する政令の公布に

伴い、所要の改正を御提案申し上げるものであります。

内容につきまして、税務課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 中村税務課長。

○税務課長（中村 裕君） それでは、議案第５９号、新温泉町税条例等の一部改正に

ついて御説明をさせていただきます。

説明の都合上、審議資料を御覧ください。まず、新旧対照表の条立てについて説明を

させていただきます。審議資料の８ページ、新旧対照表をお開きください。今回の一部

改正は、８ページの左肩、第２４条関係から、２０ページの左肩、附則の改正の関係ま

での２条立てでの改正としております。

それでは、今回の税条例の改正内容について説明をさせていただきます。

なお、新旧対照表の条項等の読み上げについては省略をさせていただきまして、概要

で説明をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。

では、審議資料の２２ページを御覧ください。一部改正の概要について説明をいたし

ます。本条例改正の概要は、新型コロナウイルス感染症の影響による納税者の、１、住

民税の所得による負担軽減化、それから２、固定資産税の負担軽減、３、デジタル申請

の推進、４、環境性能に適応した軽自動車税の負担軽減を行うものでございます。具体

的なその内容につきましては、順を追って説明をいたします。

それでは、町民税関係です。⑴現行の１６歳未満の同坂の住民のうち、８５０ででか

ら ０００ででの所得のある対象者につきましては、現行の子ども手当支給の対象であ

る扶養対象親族によらない１６歳未満の同坂の調整控除の対象として明確化をするもの

でございます。関係のします条例等につきましては記載のとおりですので、御清覧くだ

さい。

続きまして、⑵個人の扶養申請書の書類がインターネットによる処理ができることか

ら、納税地の税務署長の承認を不要とするものでございます。同じく、関係条例等につ

きましては記載のとおりでございます。

続きまして、⑶特別徴収におきまして、す職手当等を受ける者がインターネット処理

による書類の提出を可能とするものでございます。関係の条例等は記載のとおりとなっ

てございます。

続きまして、⑷セルフメディケーション税制の特例措置を令和４年度から令和９年度

まで延長するものでございます。

続きまして、⑸新型コロナウイルス感染症等による中小企業等の固定資産税の特例措

置を、町長が認める場合におきまして令和４年３月３１日までに延長するものでござい

ます。条例につきましては２３ページ上段となっておりますので、御清覧ください。

では、続きまして、固定資産税でございます。新型コロナウイルス感染症等により納
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税者の負担を軽減するため、次の措置を行うものでございます。

まず、⑴今年度の評価替えに伴いまして評価額が増加する土地につきましては、令和

３年度に限り、下記条件に従って、特例として前年度の全額に据え置くものでございま

す。関係条例等は記載のとおりでございます。

続きまして、特定太陽光発電設備及び特定風力発電設備の令和３年度分の軽減措置、

この延長に伴う項の繰上げでございます。関係条例につきましては記載のとおりとなっ

ております。

続きまして、軽自動車税でございます。まず、⑴環境性能割の税率の臨時的軽減措置

を、低炭素社会へのインセンティブのために、令和３年３月すから令和３年１２月３１

日までに取得した者に延長するものでございます。条例等につきましては記載のとおり

でございます。

続きまして、クリーンディーゼル車の構造条件の枠組みを一般の環境性能ガソリンと

同じものに合わせるというものでございます。関係条例等は記載のとおりでございます

ので、よろしくお願いいたします。

議案にお戻りをいただきまして、附則でございます。施行期日につきましては、第１

条、この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。各該当の番号の規定につきましては省略をさせていただきます。

説明は以上です。よろしくお願いをいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 今回の条例改正については、法律等の改正ということに

基づいているということは、交付税措置についてこの減税に係って適用されるんじゃな

いかなと思うんですけども、令和３年度ということは、もう既に交付税決定がされ、こ

れから変更があるのかもしれないんですけども、当然これについての修正がされるとい

うふうに認識してるんですけども、それについて確認をさせてください。

○議長（中井 勝君） 中村税務課長。

○税務課長（中村 裕君） ただいまの御質問でございますが、令和３年度の税制改正

が、地方税の改正が行われておりますので、それを基に今年度、今回改正させていただ

くものというふうにしております。以上です。

○議長（中井 勝君） 大丈夫か。

井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 交付税の本算定は毎年７月に行われております。今現在、

ちょっと私も内容の詳細を把握しておりませんけども、交付税本算定までに何らかの連

絡はあると思っております。

○議長（中井 勝君） そのほか。
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１３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） ちょっと何件か教えてください。

町民税関係で、⑴で調整控除というのが出てますけど、これはどういうものなんでし

ょうか。

それから、⑷のセルフメディケーション税制というのは、特定の医薬品、いわゆる予

防のための。これは従来は領収書の金額が１０ででを超えるとその残額が、引いた残り

が控除対象になるわけですけども、これはまた別な控除という形になるんでしょうか。

それをお尋ねします。

それと、裏の２３ページの⑵固定資産税等の課税標準の特例ということで、特定太陽

光発電設備及び特定風力発電設備において、令和３年度分の固定資産税に限り軽減措置

が延長された、この内容が少し分かりにくいんですけども、当町では太陽光の発電設備

などがちょこちょこやられているようですけども、この内容を教えてください。風力発

電についてはまだそういったことはないわけで、実差にやられてるわけじゃないんです

けど。

この３点ですか、教えてください。

○議長（中井 勝君） 中村税務課長。

○税務課長（中村 裕君） すみません、ちょっと聞き漏らしたところがありますが、

まず、セルフメディケーションですけれども、医療控除ということで、審議資料の２２

ページに記載をしております。こちらのほうの予防接種、それから特定検査、人間ドッ

ク、そういったようなものを受けられた場合の金額が１で ０００で以上を超えた場合

につきましても、これは１で ０００でということで控除の額ということにさせていた

だく、そういった制度でございます。

それから、再生エネルギーの関係です。本町の場合というのは、ちょっとすみません、

分かりませんが、対象となっております太陽光につきましては ０００キロ未満、それ

から、風力につきましては出力は２０キロワット以上というような形で、各それぞれ再

生可能エネルギーの発電につきましての税制措置というふうに決まっておるものでござ

います。

調整控除でございますけれども、これにつきましては、記載の金額を超えるものにつ

いては扶養控除が取れないんですけれども、それに準ずるような形で、この８５０でで

から ０００ででというような所得のある扶養者につきましては、調整控除という形で

控除を取れるというような、そういったようなものになっております。以上です。

○議長（中井 勝君） 課長、その太陽光の内容はっていう質問だけど、よう分かりま

せんという答えはないよ。例えば我が町に何件あってとかいうぐらいは回答せんとあか

ん違うんか。

○税務課長（中村 裕君） 調べます。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。
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午前１１時３９分休憩

午前１１時４０分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

１３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） 太陽光の発電設備っていうのは、この新温泉町でも結構、

いわゆる屋根にされてる場合があるんですけど、あれが全部対象になってるということ

なんでしょうか。言わば、固定資産税が減免されるっていうことでなってますから、そ

ういうことなんでしょうか。過去何件ぐらい、そうすると固定資産税の減免がされたん

でしょうか。その点をお尋ねいたします。

特定風力発電については、これはもうないと思っておりますので、ありませんなら、

ありませんっていうお答えで結構だと思っております。

それから、もう一つは医療の控除のとこなんですけども、これは、そういう予防接種、

特定健診、健康診断というような、こういうことをやって、この１で ０００で以上出

たと、金額が。そうすると、要はその分も控除として認められますよと。従来は医療費

控除っていうのは、領収書なり、対象の医療を受けた場合、１０ででを超える部分につ

いて、あとの残りが要は控除対象になっとったはずなんですけどね。その点はどうなん

ですか、もう一回答えてください。

○議長（中井 勝君） 中村税務課長。

○税務課長（中村 裕君） セルフメディケーションですけれども、これにつきまして

は、従来の医療費控除の中の分で、予防接種であったり、それから特定健康診断であっ

たり、そういったものは対象外になっておったのが、こういった健康の取組を進めてい

くものについて対象になっているということで、その分の１で ０００でを超えた金額

については１で ０００でを控除の対象とするということにしております。

それから、特定の扶養につきましては……（「今までなかったんや」と呼ぶ者あり）

はい。議員の御質問どおり、これについてはございません。

あとの御質問については、すみません、ちょっと今資料を持っておりませんので、調

べて回答させていただきます。

○議長（中井 勝君） 課長、大丈夫か、適当な回答に聞こえるよ。

暫時休憩します。

午前１１時４３分休憩

午後 １時００分再開

○議長（中井 勝君） 休憩を閉じ、会議を再開します。

午前中に引き続き、答弁から始めますね。

じゃあ、中村税務課長。
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○税務課長（中村 裕君） そうしましたら、お調べしました。

まず、太陽光発電の関係です。令和３年１月１日現在で、１６件が ０００キロ未満

ということの、要は売電をするための太陽光の施設ということでございます。

あと、セルフメディケーションの関係でございますけれども、まず、この制度を受け

る前提といたしましては、人間ドックであったりとか、それから予防接種等のそういっ

たものを受けていただき、その証明をもってこの制度を活用することができるというこ

とでございます。その後の、例えば医薬品であったり、そういったようなものが１０で

でまでということで、１で ０００で以上の部分が控除の対象となってくるということ

でございます。以上です。

○議長（中井 勝君） ソーラーで、何かどれくらい減免になるんですかっていうよう

な質問も内容にあったけど、それは分からない。

どうぞ、中村税務課長。

○税務課長（中村 裕君） 特例措置の関係でございますけれども、ソーラーの場合で

いきますと、出力 ０００キロワット未満につきましては３分の２、それから、本町に

は対象はないと思いますが、 ０００キロワット以上の分が４分の３というような形で

減額の率となっております。

○議長（中井 勝君） 答弁漏れはありませんか、いいですか。

１３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） 太陽光のあれはまた聞かせていただきます。

それで、セルフメディケーション税制のことですけども、これは医療費控除とは別個

にこういう控除ができたということでしょうか。当然これは町税ですから、町県民税の

申告のときに対象となると思うんですけども、これは所得税控除の場合は、私も何回も

言ってますけど、１０ででの医療費控除があって、１０でで以上のあれは金額を引いて

いただくということになるわけですけども、それにプラスしてこれが導入をされたとい

うことの解釈でええんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 中村税務課長。

○税務課長（中村 裕君） 先ほど申し上げましたとおり、このセルフメディケーショ

ンの控除につきましては、健康増進というようなところがもともとのあれでございまし

て、別枠であったのが取れるというようなこととなったということでございます。

○議員（13番 中井 次郎君） もう、よく分からん、もうええわ。分かりました。

○議長（中井 勝君） どうぞ、中村税務課長。

○税務課長（中村 裕君） すみません、先ほどの医療費控除とは別にということでご

ざいます。以上です。（発言する者あり）

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午後１時０４分休憩

－３９－



午後１時０４分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

○税務課長（中村 裕君） すみません、ちょっと円違いをしておりました。制度は別

でということで、取れるのはどちらかということでございます。以上です。

○議長（中井 勝君） 大丈夫ですね。答弁に間違いはないですね。

じゃあ、そのほか質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

質疑を終結し、討論を省略してす決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、す決をいたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１２ 議案第６０号

○議長（中井 勝君） 日程第１２、議案第６０号、新温泉町国民健康保険税条例の一

部改正についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、令和３年度国民健康保険税率の改正を行

うため、所要の改正を御提案申し上げるものであります。

内容につきまして、税務課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 中村税務課長。

○税務課長（中村 裕君） それでは説明させていただきます。説明の都合上、審議資

料３０ページを御覧ください。

それでは、まず、１、令和３年度国民健康保険税の税率の見直し、⑴国民健康保険税

の税率の算定に係る算定基準について御説明させていただきます。説明の都合上、表中

の令和３年度分及び令和元年度、令和２年度との比較、こういったものを６に説明をさ

せていただきます。

まず、医療費分・支援金分については、令和３年度課税対象所得金額は１７億 ３３

８で ７４３で、それから、対令和元年度が３８３で １０１で、それから、対令和２ 

年度が ６４２で １３８での増額となってございます。 

○議長（中井 勝君） １８３ででしたね。

○税務課長（中村 裕君） １８３での増額になってございます。失礼いたしました。
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同様に、介護分につきましては、所得金額が、令和３年度課税対象金額の７億 ３６

６で ９３８で、対令和元年度が ３５０で １２０での減、それから、対令和２年度、  

０８８で ７５６での減となってございます。本来でございましたら、これにつきま 

して、国保税の事業につきましては被保険者でこの事業費を御負担いただくというとこ

ろとなってございますけれども、将来に向けました安定的な国保事業の継続や、それか

ら保険料の著しいす騰の抑制、こういったものを図るために基金を投入して、さらに、

令和２年度におきましては新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した中で、令和元年

度以上の基金投入を行ったというところでございます。

そこで、令和３年度におきましても、長引く新型コロナウイルス感染症の影響とす額

医療費、そういったようなことを考慮しまして、医療費のす騰、そういったものを見込

み、それから将来に向けた安定的な国保事業の継続、それから保険料の著しいす騰の抑

制、こういったようなものを図っていくために、令和２年度と同様に、基金の投入とい

うことを念頭に保険料の算定を行ってございます。

それでは、３２ページを御覧ください。以上のことから、⑷です、令和３年度の保険

税率は令和元年度よりも低く抑えまして、①です、全体で、平均的な世帯における令和

３年度の１世帯当たりの保険料は、年額９で １９０でとなります。令和２年度よりは

１で ５１７での増額となり、それから１人当たりにつきましても、令和３年度は６で

７４８で、令和２年度よりは ５０１での増額としまして、それの裏としましては、不

足分を、令和２年度と同様の ０００ででの基金を投入したいと考えております。

議案に戻っていただきまして、附則でございます。本改正は公布日から施行しまして、

適用区分といたしましては、改正後の新温泉町国民健康保険税条例の規定は、令和３年

度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和２年度までの国民健康保険税に

ついてはなお従前の例によることといたします。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりましたけども、不十分な説明です。もう一度、ど

こがどんだけ上がるかっていうとこ、説明なかったですよね。全体ではこれぐらい上げ

るとは言ったけど。

どうぞ。

○税務課長（中村 裕君） 先ほど説明いたしましたのは全体での部分でございました

ので、内訳の部分、３２ページの内訳の部分を説明をさせていただきたいと思います。

まず、医療費分でございますけれども、令和３年度が、まず１人当たりが４で ９１

９で、これが令和２年度ですと、３で ４１８でということで ５０１での増となりま 

す。

続きまして、同じく支援金分でございますけれども、令和３年度が１で ８２９で、

令和２年度が１で ８１４でで、 ０１５での増。 

それから、介護分でございますが、令和３年度が３で ８７５で、令和２年度が２で
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９２３でで、 ９５２での増ということでございます。以上です。 

○議長（中井 勝君） 皆さん、これで分かりましたか、説明。

ちょっとこれじゃ審議できんけど、どうしような。町長じゃいけんから、副町長か、

総務課長か、ちょっと指導していただけますか。

暫時休憩します。

午後１時１３分休憩

午後１時１４分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

中村税務課長。

○税務課長（中村 裕君） すみません。そうしましたら、３１ページを御覧ください。

３１ページの上の令和３年度新温泉町国民健康保険税の税額の表を御覧いただきたいと

思います。

まず、令和３年度、それから対令和２年度というところを御説明をさせていただきま

す。

まず、医療費の分の所得割が１で ０００で、対２年度で ０００での増、世帯別割 

ですけれども、これの特定世帯別以外が１で ４００でに対して、 ３００での増とな 

っております。特定世帯が ７００でで １５０での増、特定継続世帯が１で５０でで 

７２５での増でございます。

続きまして、後期す齢者の支援金分でございますが、均等割が ６００で、８００で

の増、世帯別平等割についてですが、特定世帯以外が ７００でで６００での増、特定

世帯については ８５０でで３００での増、特定継続世帯が ２７５でで ４５０での  

増でございます。

続きまして、介護納付金分でございます。均等割が１で ５００でで ２００での増。 

それから、世帯別平等割が ５００でで６００での増、これが対２年度でございます。

それの前が対元年度分ということで、コロナ前とコロナ中ということで比較をさせてい

ただいておるものでございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） この下はいいの、軽減率とかはいいの、変わってるけど。（発

言する者あり）いいんですか。

中村税務課長。

○税務課長（中村 裕君） すみません。先ほどのが基礎となります税額でございます

が、低所得者の方々に対します軽減の率が３１ページの⑶でございます。こちらは令和

３年度の分だけ報告をさせていただきます。

７割の軽減率でいきますと、令和２年度の部分と比較しまして、前年度所得が４３で

で足す、給与所得者の数から１を減じたものに１０ででを掛けた、この以下の世帯が対

象になります。５割の部分につきましては、前年度所得が、令和２年が３３ででだった
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んですが、４３ででに、被保険者数足す、それから特定同一世帯所属者、これに２８で

０００でを０じたもの、それに、さらに給与所得者数から１を減じたものに１０でで

を掛けた、こういったものの以下の世帯が対象となります。それから、２割の部分につ

いても同様に、前年の所得が４３でで、それに被保険者数足す特定同一世帯所属者、こ

れに５２ででを０じ、さらに給与所得者数の数から１を減じたものに１０ででを掛けた、

この以下の世帯がこの低所得者に対する負担軽減率となります。以上です。

○議長（中井 勝君） 皆さん、お分かりいただけたでしょうか。（「分かりません」

「分かりました」と呼ぶ者あり）分かりましたという人と分からんという人がいるんで

すけど、課長、３１ページ、説明の仕方としては、去年の令和２年、例えば所得割が⒋

３４％が⒋９８％に上がりました、均等割が、１で ０００でが１で ０００でに上が 

って ０００で増しですよっていう説明をしてあげたほうが、分かりやすかったかなと

いうふうに皆さん読み取っていただければ、上がるということで、ということでいいで

すか。

１３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） なぜ上がるんですか、これ。大幅な値上げですよ、これ。

医療費全体の予坂なりするなりを過去３年間のあれでやってみて、この程度だと、それ

から、当然、基金からもこれだけ入れましたとかそういう話もあったんですけども、医

療費がそもそも上がるような話なんでしょうか。それが原因ですか、要は。やっぱり都

道府県の一律っていうか、要は、全て兵庫県内のあれが一律になってくると、そういう

影響ではないんですか。兵庫県に納めるお金がこれだけ要るからこういう形になってき

てるとかいう話ではないんですか。あくまで新温泉町内での医療費のいわゆる増ですね、

それがやっぱり一番大きな原因だということになるわけでしょうか。相当、これ、１世

帯当たりでいえば上げ幅が大きいんですけども、今、準備基金ていうのは何ぼあるんで

すか。毎年入れるけども、また、それこそそれを元に戻すとか、そういう繰り返しばっ

かしこのところずっとやっとるんですけども、そういう形じゃないんでしょうか。どう

ですか、それ。

○議長（中井 勝君） ちょっと待ってください。説明は終わりましたっていうのを言

い忘れてましたので、質疑をお願いしますというまでに１３番議員が手をすげたんで、

もう質疑に入りましたけど、じゃあ、質疑ということで回答をお願いします。

中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 国保税の関係につきましては、県が国保事業を運営し

てるという中で、将来的に保険料水準を統一するということの流れになっております。

同一水準、同一世帯であれば同じ保険料の水準を目指すという流れの中で、令和３年度

につきましては、県のほうで納付金、国民健康保険事業費の納付金の算定方法を変更し

てるという中で、それに基づいてその納付金の金額が保険料を計算する根拠となってく

るということであります。

－４３－



そういう中で、今年度、予算的には ３９６で ０００でほど増加はしてるんですけ 

ども、そのほか県の繰入金等の関係も含めて、予算ベースで ６４０で ０００での増 

加で税の算定をしているということであります。

医療費自体は、歳出があって、歳入はそのまま県から補填する形になっておりまして、

実質の県全体の運営の中でその納付金が幾らかということの中で、新温泉町については

幾らという算定をしているということであります。

保険料については、統一の動きにはなっているんですけども、まだ具体的にはいつか

らとなっていないんですけども、一つの目安として令和６年ぐらいかなという感じにな

って、協議をしているとこであります。

また、基金につきましては、今年度すで令和２年度の取崩し分が ０００ででという

ことで、３億 ８２０で ３６０でと、今現在の基金の残すになっていることでありま 

す。以上です。

○議長（中井 勝君） １３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） ちょっと、県に納付するお金が一体幾らなんですか。そ

れをいわゆる国保会計に割り戻したら一体何ぼになるのか、やっぱり急激に上げると、

本当にみんな、大変なことなんだと思う。それでなくたって滞納が相当増えているわけ

ですからね。だから、やっぱり一体何ぼの医療費が必要で、それを賄うためにはこんだ

けの保険料を納めていただかなあかんのですわと、それを基金で今度はもう抑えますと

いう形が一番、はっきり言ったら分かりやすいと思うんですけど。何か言ってる意味が

もう一つよく分からないんで、そこら辺のとこを説明をしてほしいなと思うんです。

これまで説明するときは、Ｂ４だかなんだかの横向きの表があって、これはこうです

よということで説明がなさったと思うんです。大体から私も目がだんだん悪うなってき

てるんですけども、本当に小さな文字でこんな説明をするほうがおかしいと私は思いま

すよ、これは余分なことですけどね。ちゃんとした資料、書き方もあると思う。それを

きちっと出してもらった上で説明してください。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 先ほどのちょっと繰り返しなんですけども、今までで

したら、医療費で過去３年間とか今後の見込みの中で国保税を算定してたんですけども、

今はそのお金、医療費、かかった部分は全て県からの調整交付金ということでお金が全

部入ってくるという形になっております。全て県のほうがプールして、新温泉町は幾ら

払ってくださいという納付金を算定することで、今年度からはその納付金の金額が上が

ってしまったということであります。金額的には４億 ６９７で ４９２で、４億 ０  

００ででの県のほうからの納付金が幾らですということを基に算定してきてるというこ

とであります。

表については、今ちょっと税務課で対応しておりますので、また後で出させていただ

きたいと思います。
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どちらにしても、今までのやり方と違うということや、その納付金によって税を算定

してくるという中で、今回の ０００ででの基金の繰り出しにつきましては、昨年はコ

ロナということ、県下でも一番安いと、国保税自体が安いという状況や、今後、国保税

の統一化という流れの中で、その段階で基金を崩してしまえばいいというお話もあると

は思うんですけども、その方向性がまだ見えない中で今後の計画を一度に下げてしまっ

たら、今度上げるときが来るということも踏まえる中で、前年と同じ ０００ででの取

崩しで検討してるということであります。以上です。

○議長（中井 勝君） よろしいですか。

１３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） そうすると、納付金については、これは今年から納付金

の制度っていうことですか、今年から。前年度はどうだったんですか、令和２年度。そ

れで、要は、その ０００ででを放り込んで、しかしながらこれは上がるわけでしょう。

実差に、例えば１世帯当たりだとか、１人当たりの。やっぱりいつもその基金のことで

私も言うんですけども、それこそ３億何ぼ、 ０００ででですか、あるっていうことで、

毎年、何かこれまでずっと基金は入れながら、今度はもう最終的には使わなかったと、

で、元に戻すと、こういったことをずっと繰り返してきたわけですよ。ならば、はっき

り言ったら、 ０００でででなくて１億 ０００でで、１億 ０００でで入れて何とか  

抑えたいと、言わばコロナでも大変な状況でしょ、町民の暮らしも。国保税を何ぼ上げ

たからといって、実差に税収がきちっとそれに合わせて入ってくるかっていったら、入

ってきませんよ、そんなもん。みんながひいひい言ってるのに、この前一般質問でも私

も言いましたけど、大変な状況で、上げたって何にも、そしたら金が入ってこなんだら、

なおのこと滞納が増えるだけじゃないですか。そういったことはきちっと考えられまし

たか。県の納付額がっていう話があるけども、何とかそこら辺のとこを抑えようという

あれになりませんか。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 納付金の取扱いについては県のほうの国保事業自体の

運営になったときからなっておりまして、ただ、今年につきましてはその計算方法が変

わってきたということであります。具体的には、各市町ごとの医療費水準の違いを反映

しない納付金ということになっておりまして、従来からあります所得水準とか被保険者

数などに加えて、新たに収納率なんかも入れてきてるという中で、今後の保険料水準の

統一ということを目指してるということでありますし、基金につきましても、３億 ０

００ででの基金があるという中で、毎年、昨年でも ０００ででという中で、最終的に

は ０００ででという数字になっております。国保会計全体の会計の中で見ると、予備

費が ０００ででほどあるわけなんですけども、予備費使わなかった場合はそのまま残

るということですんで、その会計の仕組みも御理解いただきたいと思います。

また、コロナの関係の取扱いについては、昨年からコロナ減免ということも始まって
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まして、税務課にも申請があったりして、実差コロナで困ってる方については国保税の

減免措置があるということで、対応してるということで、御理解いただきたいと思いま

す。以上です。

○議長（中井 勝君） そのほか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。それでは質疑を打ち切ります。

では、これから討論に入ります。

まず、本案に対し反対者の発言を許可します。

１４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 議案第６０号、令和３年度新温泉町国民健康保険税条例

の一部改正について、反対討論を行います。

２０１８年４月から国保都道府県化が始まりましたが、全国の自治体で国保税が急激

に引き上げられています。それは、この制度改正の狙いが公的医療費を恒久的に抑制す

る仕組みづくりにあります。これまで全国の自治体で、国保税のす騰を抑えるため多く

の自治体が一般会計から繰入れをしていましたが、これをやめさせる目的です。やめれ

ば国保税が全国平均１人当たり１でで以上の引上げとなり、す齢化で医療給付費が増え

るたびに、さらに上がり続け、痛みを実感させることで医療費抑制を図り、病院削減、

医療費削減を進める狙いがあります。国保の県一本化による医療費の平準化は医療費水

準の低い自治体の国保税を急激にすくし、加入者の所得は低いのに保険税がすいという

構造的課題を解決するどころか、より深刻にしています。実施されてきた激変緩和措置

も徐々に減らされていきます。

条例改正で提案されている国保税額は、のちゃんから７４歳までのす齢者に、前年度

より１人当たり１で４５３で、１⒉５７％の増税となります。コロナで打撃を受けてい

る事業者は今でも分納でやりくりしているとか、年金が減り続けて大変だとか、パート

の出勤日が減って生活が成り立たないなど、それぞれ苦難の声が上げられています。町

長は一般会計では、コロナ禍で基金はこういうときにこそ使うものだと明言されていま

す。基金繰入を ０００ででにとどめず、せめて据置きとすべきではないでしょうか。

以上、反対討論といたします。

○議長（中井 勝君） 次に、本案に対し賛成者の発言を許可します。ありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（中井 勝君） ほか、討論はありませんか。

〔討論なし〕

○議長（中井 勝君） これで討論を終わります。

これから、本案をす決いたします。

す決は、起立によって行います。

本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
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〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立多数、１３名であります。よって、本案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第１３ 議案第６１号

○議長（中井 勝君） 日程１３、議案第６１号、新温泉町手数料条例の一部改正につ

いてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法

律の整備に関する法律の公布に伴う行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を御提案申し上げるものでありま

す。

内容につきまして、町民安全課長が説明いたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） それでは、新温泉町手数料条例の一部改正について御

説明を申し上げたいと思います。審議資料の３４ページをお開きください。

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、デジタル

社会の実現に向けた改革の基本方針等において、市区町村から委託を受けてマイナンバ

ーカードを発行している地方公共団体情報システム機構、通称Ｊ－ＬＩＳでございます、

このＪ－ＬＩＳを地方公共法人から地方公共団体が共同で管理する法人へ転換し、行政

手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により、

地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行するものとして明確化され

ることに伴い、マイナンバーカードの発行に係る手数料の徴収事務については同機構か

ら市区町村長に委託することができることとなったものでございます。

改正前後につきまして、下の表で御説明を申し上げたいと思います。改正前は発行６

体が町でございました。再発行につきましては手数料８００でを徴収していたところで

ございます。改正後は発行６体が地方公共団体情報システム機構となることから、町が

再発行手数料の徴収を行う必要がなくなるものでございます。ただし、この機構から手

数料の徴収事務を町へ委託することができるということとなったものでございます。

３３ページの新旧対照表を御覧ください。ただいま説明しましたとおり、再発行の発

行６体が機構となりますので、手数料条例別表１３の項に定める個人番号カードの手数

料を削除するものでございます。

条例にお戻りください。附則でございます。この条例は令和３年９月１日から施行す

るものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。
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これから質疑を行います。質疑はありませんか。ありませんか。ありませんね。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） では、質疑を終わります。

それでは、これから本案をす決いたします。

す決は、起立によって行います。

本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立多数、１３名であります。よって、本案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第１４ 議案第６２号

○議長（中井 勝君） 日程第１４、議案第６２号、新温泉町福祉医療費助成条例の一

部改正についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱等の

改正に伴い、所要の改正を御提案申し上げるものであります。

内容につきまして、健康福祉課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 議案第６２号、新温泉町福祉医療費助成条例の一部改

正について御説明させていただきたいと思います。提案理由は町長が申したとおりであ

ります。

説明の都合上、審議資料の３５ページをお開きいただきたいと思います。議案第６２

号の新温泉町福祉医療費助成条例の新旧対照表ということになっております。

次に、審議資料の４０ページをお開きいただきたいと思います。概要ということで記

載させております。１番目の改正理由ということで、県の福祉医療費助成事業の実施要

綱等が一部改正されたということで、７月１日施行ということになっております。本町

の福祉医療費助成条例についても改正を行うものであります。

⑴ということで、健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行によりまして、障

がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の改正に伴いまし

て、改正を行うものであります。内容としましては、①ということで、給与所得控除額

及び公的年金控除額の１０ででの引下げに伴う基礎控除額１０ででの引上げによる意図

しない影響や不利円が生じないようにするため、所得金額の算定方法を改正するもので

あります。②としましては、地方税法等の一部を改正する法律におけるひとり親控除制

度の新設ということで、今までの未婚の独り親へのみなし適用が必要とならなくなった

関係で、寡婦控除のみなし適用に係る規定を削除するものであります。
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⑵ということで、在宅の関係の訪問看護ステーションが今まで治療扱いではないとい

う中で適用外だったんですけども、県民の要望のニーズのすまりを受けて、訪問看護療

養費に係る自己負担額の一部助成を制度化するものであります。

２番として、改正の概要ということで、上記１の⑴に関する改正ということで、先ほ

ど言いましたように、①で給与所得の算定方法を、所得税法第２８条第２項の規定によ

り計算した金額から１０ででを控除して得た額に改正するものであります。②としまし

て、ひとり親控除制度の新設に伴い、未婚の独り親への寡婦控除のみなし適用に係る規

定を削除するものであります。⑵としまして、⑵に関する改正ということで、訪問看護

療養費の助成を対象に追加するものであります。

審議資料の３５ページに戻りまして、新旧対照表であります。概要で説明させていた

だきましたように、第２条の第１項第１３号で医療保険各法の給付の範囲に訪問看護療

養費を加えております。また、第２条第１項第１６号で、所得を有しない者の定義につ

いて、寡婦控除のみなし適用の文言を削除しております。

次に、所得金額の算定において、年金の支給を受ける者については現行の所得税法を

引用し、総所得金額に給与所得が含まれている場合については、給与所得控除後の金額

からさらに１０ででを控除するということを追加しております。

３６ページをお開きいただきたいと思いますけども、加えて、第２条第１項第１７号

の低所得者の定義につきましても、合計所得金額の算定において給与所得を有する者に

ついては給与所得控除後の金額から１０ででを控除して得た額としています。

３７ページですけども、さらに別表第４におきましても、所得割額の算定において寡

婦控除のみなし適用について規定があるため削除といたします。

一部を改正する条例に戻りまして、附則で、この条例は令和３年４月１日から施行す

るといたします。

以上です。よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑ありませんか。

１１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） 対象者はどれぐらいおられるんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 各福祉医療自体、子供医療から重度障がい者、それぞ

れ分かれておりまして、ちょっと対象者の数までは算定しておりませんし、それぞれそ

の１０でで所得についても１件ずつ拾い出してこないとなかなか件数が出てこないとい

うことで、件数はちょっと分かりません。以上です。

○議長（中井 勝君） １１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） 分からんもん聞いたってしようがないですけど、今回の

この所得の計算なり、１０でで控除するとか、そういうことっていうのはその対象者に
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とっては、どういったらいいですか、対象者の幅が拡大するというふうに捉えたらええ

でしょうか、それとも、厳しい引締めというふうに捉えたらええでしょうか、どっちで

しょうか。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） １０ででの関係につきましても、今まで基礎控除額が

引上げになった分、給与所得や公的年金の分が下がって帳尻が変わらないということで

ありますし、在宅訪問看護ステーションについては、要望があれば利用できるというこ

とになってきますし、あとは、ひとり親控除の関係についても文言の改正という扱いに

なってきますので、それについても変わらないということで、ただ、未婚者の独り親の

方についてはもう対象になってくるということであります。以上です。

○議長（中井 勝君） 対象人数は、調べる。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 調べてないです。

○議長（中井 勝君） それ、時間かかる。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 多分、分からんかな。

○議長（中井 勝君） 分からないぐらい時間かかる。

○健康福祉課長（中田 剛志君） はい。

○議長（中井 勝君） ざっくりでも、かなりの数いるとか、若干だとか。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 今現在の人数だったら分かりますけども。

○議長（中井 勝君） じゃあ、取りあえず今現在の人数。

はい。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 今現在の数につきましては、ちょっとお待ちください、

す齢期坂行が、県の助成対象なり単費合わせて １１７人、高高児と子供医療の関係が

７０７人、７子のほうが９８人、障がい、す齢重度障がいにつきましては３００人。

以上であります。

○議長（中井 勝君） ということでいいですか。

○議員（11番 中村 茂君） いいです。

○議長（中井 勝君） そのほか。よろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） それでは、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略してす決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、す決をいたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
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ました。

・ ・

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。本日の会議を散会したいと思います。これ

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって散会するこ

とに決定しました。

本日はこれで散会します。次は６月２２日火曜日午前９時から会議を開きますので、

議会議事堂にお集まりください。長時間お疲れさまでした。

午後１時５３分散会
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